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障害の表記について 

 「障害」の表記については、「障害」「障がい」「しょうがい」「チャレンジド」などさまざ

まな見解があることを踏まえ、国においては「障害者制度改革の推進のための第二次意見

（平成 22 年 12 月）」の中で、法令などの表記では、当面、現状の「障害」を用いることが

示され、引き続き国民世論などの動向を踏まえて検討を行うこととされています。 

 本区においては、「基本構想」、「基本計画」などの行政計画では、「障害者基本法」などの

表記に従い「障害」を用いています。 

 このため、本計画においても「障害」と表記しており、障害者基本法第２条で定義された

「身体障害、知的障害、精神障害（発達障害を含む。）その他の心身の機能の障害がある者で

あって、障害及び社会的障壁により継続的に日常生活又は社会生活に相当な制限を受ける状

態にあるもの」のうち 18 歳以上を「障害者」、18 歳未満を「障害児」としています。 
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第
１
部 

    計画の策定にあたって 

 

   計画策定の趣旨 
 

◆障害福祉施策における考え方と本区の成果 

我が国の障害福祉施策については、全ての国民が障害の有無によって分け隔てられるこ

となく、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会の実現を目指して、障害者総

合支援法や児童福祉法などのもと、障害者および障害児が基本的人権を享受する個人とし

ての尊厳にふさわしい日常生活または社会生活を営むことができるよう、障害福祉サービ

スなどの提供による支援を推進しています。 

本区では、平成 30（2018）年３月に策定した「だれもが個性豊かに輝き 共に暮らせ

るまち 中央区」を基本理念とする「第５期中央区障害福祉計画・第１期中央区障害児福

祉計画」に基づく施策を展開し、基幹相談支援センターを中心とした相談支援体制の強化

や療育の拠点「子ども発達支援センター ゆりのき」を開設するなどの成果をあげてきま

した。 

 

◆国や都、社会の情勢 

この間、国においては、「障害者の雇用の促進等に関する法律」の一部改正をはじめ、

「障害者による文化芸術活動の推進に関する法律」や「視覚障害者等の読書環境の整備の

推進に関する法律」の施行のほか、「障害者の学びに関する当面の強化策 2019－2022」

を示すなど、雇用や文化芸術・学習活動などを通じて、障害者等の社会参加を一層促進し

ていく方向性が示されました。 

東京都においては、開催延期になったものの、東京 2020 オリンピック・パラリンピ

ック競技大会を契機に、障害者差別を解消し、心のバリアフリーを一層推進するため、「東

京都障害者への理解促進及び差別解消の推進に関する条例」が施行されました。 

また、本区では、改正社会福祉法の趣旨を踏まえ、「中央区保健医療福祉計画 2015」

を改定し、福祉等の各分野別個別計画の上位計画として位置付けた「中央区保健医療福祉

計画 2020」を令和２（2020）年３月に策定しました。これにより、従来計画が包含し

ていた障害者基本法に基づく障害者計画については、新たに単独の計画として策定するこ

とが必要となりました。 
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さらに、令和２（2020）年には新型コロナウイルス感染症が世界各地に拡大し、日常

生活や社会経済活動が大きな影響を受ける中、障害福祉サービス等については、感染防止

対策を徹底した上でのサービス提供の継続が求められるなど、新型コロナウイルス感染症

による社会環境等の変化を踏まえた障害福祉施策の展開も必要となっています。 

 

◆計画策定について 

このような背景を踏まえ、本区の総合的な障害者施策の方向性と取組を示すとともに、

令和５（2023）年度までに達成すべき目標と障害福祉サービス等の見込量および確保の

方策などを明らかにした「中央区障害者計画・第６期中央区障害福祉計画・第２期中央区

障害児福祉計画」を策定しました。 
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第
１
部 

   国や東京都の動向 

(1) 法令・制度改正 

 

障害福祉施策における法令・制度改正の動きは以下のとおりです。 

 

①障害者による文化芸術活動の推進に関する法律 

（平成 30（2018）年 6 月施行） 

障害者基本法と文化芸術基本法の基本的な理念に則り、文化芸術活動を通じ障害者の個

性と能力の発揮と社会参加の促進を図ることを目的としています。 

国の基本計画を踏まえた計画の策定が努力義務となっており、障害者が文化芸術を鑑

賞・参加・創造できるよう環境整備や作品の評価、著作権保護、活動を通した交流につい

ての支援の実施が求められています。 

 

②ユニバーサル社会の実現に向けた諸施策の総合的かつ一体的な推進に関する 

法律（平成 30（2018）年 12 月施行） 

障害の有無、年齢などにかかわらず、一人一人が社会の構成員として、社会のあらゆる

分野における活動に参画する機会の確保や、相互に人格と個性を尊重しつつ支え合いなが

ら共生する社会であるユニバーサル社会の実現に向けた施策を推進することを目的とし

ています。 

 

③視覚障害者等の読書環境の整備の推進に関する法律 

（令和元（2019）年６月施行） 

視覚障害者等の読書環境の整備の推進に関して、障害の有無にかかわらず全ての国民が

等しく読書を通じて、文字・活字文化の恵沢を享受することができる社会の実現に寄与す

ることを目的としています。オーディオブックなどの視覚障害者にとってアクセシブルな

書籍の普及や図書館での利用しやすい体制づくりが求められています。 

 

  

２ 
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④障害者の雇用の促進等に関する法律の一部を改正する法律 

（令和２（2020）年４月施行） 

平成 30（2018）年度に国や地方公共団体において、障害者雇用の対象障害者の確認・

計上に誤りがあり、法定雇用率が達成されていない状態が長年にわたり継続していた問題

を受けて、障害者の雇用を一層促進するため、官民問わず障害者の活躍の場を拡大する取

組を進めるとともに、国および地方公共団体における障害者の雇用状況についての的確な

把握などに関する措置を講ずることを目的としています。 

【主な内容】 

◇ 障害者活躍推進計画の作成・公表 

◇ 週 20 時間未満の障害者を雇用する事業主に対する特例給付金の新設 

◇ 障害者雇用に関する優良な中小事業主に対する認定制度の創設 

 

⑤聴覚障害者等による電話の利用の円滑化に関する法律 

（令和２（2020）年 12 月施行） 

聴覚障害者等の日常生活や緊急時などにおける電話利用の障壁をなくし、聴覚障害者等

の電話の利用の円滑化を図ることを目的としています。 

本法では、国において基本方針を策定するとともに、聴覚障害者等の電話による意思疎

通を手話などによって仲介する「電話リレーサービス」を提供するサービス提供機関を指

定し、指定を受けた機関に対して交付金を交付する制度の創設が定められました。 

国は令和２（2020）年度中に法律を施行するとともに、電話リレーサービス提供機関

を指定し、令和３（2021）年度中にサービスの提供を開始するとしています。 

 

⑥高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律の一部を改正する法律 

（令和３（2021）年４月全面施行予定） 

平成 30（2018）年 12 月に公布・施行された「ユニバーサル社会実現推進法」や東

京 2020 オリンピック・パラリンピック競技大会の開催を契機とした共生社会実現に向

けた機運醸成などを受け、「心のバリアフリー」に係る施策などソフト面の強化をする必

要があることを背景に、法律を一部改正するものです。 

改正では、バリアフリー基準適合義務の対象が拡大され、従来対象に入っていなかった

公立の小学校・中学校も対象に追加されました。 
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第
１
部 

(2) 施策・取組 

 

障害福祉施策に関係する国や東京都の主な施策・取組は以下のとおりです。 

 

①障害者の学びに関する当面の強化策 2019－2022 

（令和元（2019）年７月通知） 

文部科学省では、平成 30（2018）年２月に「学校卒業後における障害者の学びの推

進に関する有識者会議」を設置し、障害者の生涯学習に関する現状と課題の把握、それに

基づく推進方策の検討を行ってきました。平成 31（2019）年３月に同会議で取りまと

められた「障害者の生涯学習の推進方策について」を踏まえ、「障害者の学びに関する当

面の強化策 2019－2022」を示しています。 

障害者の学びに関する取組について、都道府県・市町村、特別支援学校等や大学で期待

されることを整理しています。 

 

②東京都障害者への理解促進及び差別解消の推進に関する条例 

（平成 30（2018）年 10 月施行） 

東京都は、東京 2020 大会を見据え、社会全体で障害者への理解を深め、差別を無く

す取組を一層推進するため、「東京都障害者への理解促進及び差別解消の推進に関する条

例」を制定し、平成 30（2018）年 10 月１日に施行しています。 

【主な内容】 

◇ 「合理的配慮の提供」の義務化 

◇ 紛争解決の仕組みの整備 

◇ 広域支援相談員の設置 
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   計画の位置付け 
 

本計画は、障害者基本法第 11 条第３項の規定に基づく「区市町村障害者計画」、障害

者総合支援法第 88 条の規定に基づく「区市町村障害福祉計画」、児童福祉法第 33 条の

20 の規定に基づく「区市町村障害児福祉計画」を一体的に策定し、成年後見制度利用促

進法第 14 条第１項の規定に基づく「区市町村計画」を包含します。 

また、「中央区基本構想」、「中央区基本計画 2018」をはじめ、社会福祉法第 107

条の規定に基づく本区の地域福祉計画である「中央区保健医療福祉計画 2020」と関連

する分野別計画と整合性のある計画とします。 
 
 

 ̬ ̂   

 

３ 
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第
１
部 

   計画期間 
 

計画期間は、中央区障害者計画は令和３（2021）年度から令和８（2026）年度まで

の６年間、第６期中央区障害福祉計画・第２期中央区障害児福祉計画は法律に基づき、令

和３（2021）年度から令和５（2023）年度までの３年間とします。 

なお、中央区障害者計画は、今後の法制度の改正や国・東京都の動向、社会情勢の変化

を踏まえながら、障害福祉計画・障害児福祉計画の改定にあわせ、見直しを検討します。 
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   計画の策定体制 
 

(1) 中央区自立支援協議会 

 

本区では、地域の障害者等への支援体制を充実・強化していくため、「障害者総合支援

法」に基づき、学識経験者、民生・児童委員、医療・福祉関係団体や支援機関の代表者な

どで構成する「中央区自立支援協議会」を設置し、さらに、区民が参画する４つの専門部

会を設置しています。本計画の策定にあたっては、中央区自立支援協議会および各部会に

意見聴取を行いながら検討を進めました。 

 

 ὑ̱Ѱ  

 

 

 

 

 

 

 

 ֝  

◆中央区自立支援協議会 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

◆障害者（児）サービス部会 
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◆地域移行・地域定着部会 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

◆就労支援部会 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

◆医療的ケア児等支援連携部会 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(2) パブリックコメント 

 

令和２（2020）年 12 月 11 日から令和３（2021）年１月８日までの期間でパブリ

ックコメントを実施しました。 

中間のまとめを中央区役所、日本橋特別出張所、月島特別出張所および福祉センター内

に閲覧場所を設けるとともに、ホームページに掲載し、意見の募集を行いました。 
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    障害福祉に関わる中央区の現状 

 

   人口の推移と推計 

(1) 人口の推移 

 

総人口は増加傾向にあり、令和２（2020）年４月１日現在 169,629 人となってい

ます。平成 27（2015）年時点と比較すると 30,185 人増の 1.22 倍となっています。

特に「０～14 歳」は 1.38 倍と総人口の増加率を上回っています。 
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(2) 人口の推計 

 

将来人口推計では、総人口は今後も増加し、令和８（2026）年に 20 万人を超える

ことが見込まれます。 
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   障害者（児）等の現状 

(1) 障害者手帳交付者の状況 

 

中央区の障害者手帳交付者数は増加が続いており、令和２（2020）年４月１日現在は

4,680 人で、平成 27（2015）年時点と比較すると 967 人増の 1.26 倍となっていま

す。 

各障害者手帳交付者の割合を見ると、令和２（2020）年は、身体障害者手帳 68.9％、

愛の手帳（知的障害者）10.7％、精神障害者保健福祉手帳 20.4％となっています。 
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(2) 身体障害者手帳交付者の状況 

 

身体障害者手帳交付者数は増加が続いており、令和２（2020）年４月１日現在 3,226

人で、平成 27（2015）年時点と比較すると 467 人増の 1.17 倍となっています。 

障害の程度別に見ると、各年ともに１級が最も多く令和２（2020）年は 1,197 人で

全体の 37.1％を占めています。 
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令和２（2020）年の障害の種類の内訳は、「肢体不自由」が 1,519 人、「内部障害」

が 1,272 人、「視覚障害」が 207 人、「聴覚平衡機能障害」が 187 人、「音声言語機

能障害」が 41 人であり、「肢体不自由」、「内部障害」を合わせると全体の 86.5％を

占めています。 

令和２（2020）年の年齢の内訳は、「18 歳未満」が 80 人、「18 歳以上」が 3,146

人であり、「18 歳以上」が 97.5％を占めています。 
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(3) 愛の手帳（知的障害者）交付者の状況 

 

愛の手帳交付者数は増加が続いており、令和２（2020）年４月１日現在 499 人で、

平成 27（2015）年時点と比較すると 102 人増の 1.26 倍となっています。 

障害の程度別にみると、軽度である４度が最も多く、令和２（2020）年は 229 人で

45.9％、中度である３度 133 人を合わせると、全体の 72.5％を占めています。 

令和２（2020）年の年齢の内訳は、「18 歳未満」が 164 人、「18 歳以上」が 335

人であり、「18 歳未満」が全体の 32.9％と 3 割を超えています。 
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(4) 精神障害者保健福祉手帳交付者の状況 

 

精神障害者保健福祉手帳交付者数は増加が続いており、令和２（2020）年４月１日  

現在 955 人で、平成 27（2015）年時点と比較すると 398 人増の 1.71 倍となって

います。 

障害の程度別に見ると、各年とも３級が最も多く、令和２（2020）年は 517 人で全

体の54.1％を占めています。次いで、２級は397人で41.6％を占め、平成27（2015）

年時点と比較すると 1.80 倍であり、全体の増加率を上回っています。 
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障害の疾患別に見ると、平成 30（2018）年までは「統合失調症」が最も多く、平成

31（2019）年以降は多動性障害・高次脳機能障害・アルコール依存症などの「その他」

が最も多く、令和２（2020）年は 272 人で全体の 28.5％、次いで「うつ病」が 231

人で全体の 24.2％となっています。 

令和２（2020）年の年齢別の内訳は、「18 歳未満」が 11 人、「18 歳以上」が 944

人であり、「18 歳以上」が全体の 98.8％を占めています。 
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(5) 自立支援医療（精神通院）受給者の状況 

 

自立支援医療（精神通院）受給者の推移をみると、令和２（2020）年４月１日現在

1,329 人で、平成 27（2015）年時点と比較すると 240 人増の 1.22 倍となっていま

す。 

年代別にみると、平成 31（2019）年までは「40 歳～49 歳」が最も多く、令和２

（2020）年は「50 歳～64 歳」が最も多く 397 人、次いで「40 歳～49 歳」が 392

人となっています。 
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(6) 難病患者の状況 

 

平成 27（2015）年以降の東京都の難病患者医療費助成を受けている難病患者の推移

を見ると、国庫補助対象疾病は平成 31（2019）年をピークにやや減少しているものの、

東京都補助対象疾病は一貫して増加傾向にあり、令和２（2020）年４月１日現在合計

1,443 人となっています。 

なお、令和２（2020）年４月１日時点の対象疾病は 347 疾病となっています。 
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   障害児を取り巻く現状 

(1) 出生数等 

 

本区の出生数は、増加が続いています。令和元（2019）年では 2,056 人であり、平

成 27（2015）年時点と比較すると 129 人増の 1.07 倍となっています。 

また、合計特殊出生率は、令和元（2019）年は 1.38 となっています。 
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(2) 保育所・小学校等の状況 

 

①認可保育所・認定こども園 

認可保育所・認定こども園の定員数は、令和２（2020）年４月１日現在 5,192 人と

なっており、平成 27（2015）年時点と比較すると 1,933 人増の 1.59 倍となってい

ます。 

また、認可保育所・認定こども園の数は、令和２（2020）年は 61 園となっています。 
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②区立小学校の入学者数、小学校および中学校の児童･生徒数 

区立小学校の入学者数は、令和２（2020）年は 1,467 人となっており、平成 27

（2015）年時点と比較すると 454 人増の 1.45 倍に増えています。 

児童・生徒数は増加が続いており、令和２（2020）年の小学校児童数は 8,370 人、

中学校生徒数は 3,021 人となっています。平成 27（2015）年時点と比較すると、小

学校児童数は 2,652 人増で 1.46 倍、中学校生徒数は 778 人増で 1.35 倍となってい

ます。 
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③特別支援学校・特別支援学級等の児童・生徒数 

通級指導学級「ことばときこえの教室」利用小学校児童、通級指導学級（特別支援教室）

利用小学校児童、特別支援学級在籍小学校児童、特別支援学校在籍児童（小学部）は、増

加が続いています。通級指導学級（特別支援教室）利用小学校児童は、令和２（2020）

年に 294 人となっており、平成 27（2015）年と比較すると 216 人増の 3.77 倍に

増えています。また、通級指導学級「ことばときこえの教室」利用小学校児童は、令和２

（2020）年に 37 人となっており、平成 27（2015）年と比較すると 27 人増の 3.70

倍に増えています。 

また、通級指導学級（特別支援教室）利用中学校生徒は、令和２（2020）年に 24 人

となっており、平成 27（2015）年と比較すると 14 人増の 2.40 倍に増えています。 
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(3) 子どもへの支援の状況 

 

子ども発達支援センターのこどもの発達相談件数は増加傾向にあり、令和元（2019）

年度は 10,412 件となっており、平成 29（2017）年度と比較すると 3,253 件増の

1.45 倍に増えています。また、実人数は、令和元（2019）年度は 463 人となってお

り、平成 29（2017）年度と比較すると 93 人増の 1.25 倍に増えています。 

障害児等の早期発見・早期支援を目的とした子ども発達支援センターにおける保育園巡

回相談の件数は、平成 30（2018）年度以降やや減少し、令和元（2019）年度は 901

件となっています。 
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   中央区の障害福祉関連施設の分布 
 

本区の障害福祉関連施設の分布は以下のとおりになります。 
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   中央区障害者（児）実態調査の概要 

(1) 調査の概要 

 

中央区障害者（児）実態調査は、本計画策定の基礎資料とするため、区内在住の障害者

等の生活状況や意識・意向と子どもの育ちなどに関する相談の実態を把握することを目的

として令和元（2019）年度に実施しました。 
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(2) 障害者・難病患者の実態調査の結果概要 

 

①将来の不安・暮らしの希望 

◆将来の不安 

将来の不安は、身体障害者・難病患者は「高齢になった時のこと（35.7%）」、知的障

害者は「親が亡くなった後の生活のこと（56.8%）」、精神障害者等は「十分な収入があ

るか（51.8%）」が最も多くなっています。（図表１） 

 
ᶫ  ᾓ ʥὄ ʣ̬  

̱ ὡ ὡ ὡ  ɩ
Ћ̱  

 

 

 

 

 

 

 

◆今後の暮らしの希望 

今後の暮らしの希望は、いずれの障害者等も「家族と一緒に暮らしたい（身体・難病：

55.1％、知的：40.0％、精神：45.3％）」が最も多くなっています。 

次いで、知的障害者では「障害のある人が入所する施設で暮らしたい（17.4％）」、

「障害のある人たちやお世話してくれる人と一緒に暮らしたい（グループホームなど）

（15.5％）」、精神障害者等では「独立して一人で暮らしたい、結婚して家庭を持ちた

い（21.0％）」などとなっています。（図表２） 

 
ᶫ  ˹♥ ₁ ̱ ὡ ὡ ὡ  

Ћ̱  

  

(%)

35.7 56.8 51.8

25.8 29.0 49.6

21.5 27.1 27.6

55.1 

40.0 

45.3 

3.4 

2.6 

4.5 

2.9 

17.4 

1.4 

2.3 

15.5 

1.7 

7.2 

4.5 

21.0 

7.2 

1.9 

6.9 

15.8 

11.0 

14.9 

6.0 

7.1 

4.3 

(N=613)

(N=155)

(N=651)

(%)



 

31 

第
１
部 

②就労について 

◆就労状況 

働いている人は、身体障害者・難病患者では 38.8%、知的障害者では 65.2%、精神

障害者等では 48.8%となっています。（図表３） 
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◆仕事の内容 

働いている人の仕事の内容は、身体障害者・難病患者と精神障害者等は「常勤の会社員

（一般企業）（身体・難病：35.3％、精神：36.8％）」、知的障害者は「就労継続支援

（A 型・B 型）事業所など（45.5％）」が最も多くなっています。（図表４） 
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◆就労先で何かしらの配慮がされているか 

就労先でされている配慮は、身体障害者・難病患者と精神障害者等は「特に配慮はされ

ていない（身体・難病：37.4%、精神：37.4%）」が最も多く、次いで「健康状態（通

院など）への配慮がある（身体・難病：33.2%、精神：32.7%）」が多くなっています。

知的障害者は、「仕事内容への配慮がある（65.3%）」が最も多くなっています。（図表

５） 
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◆障害のある人が働くために必要な環境 

就労に必要な環境は、身体障害者・難病患者と精神障害者等は「健康状態にあわせた働

き方ができること（身体・難病：56.1%、精神：68.0%）」、知的障害者は「職場や地

域の人たちが障害などのある人を理解し、配慮していること（53.5%）」が最も多くな

っています。（図表６） 
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③社会参加・文化芸術余暇活動 

◆外出の際に困ったり不便に思うこと 

外出の際の困りごとは、「特にない」を除くと、身体障害者・難病患者は「道路の段差

や駅などの階段（41.6%）」、知的障害者は「目的地までの行き方がわからない（24.5%）」、

精神障害者等は「交通費などのお金がかかる（27.0%）」が最も多くなっています。 

（図表７） 

 
ᶫ  Ẇї ᶩ ʣ̬  
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◆この１年間に行った文化・芸術・余暇活動 

この１年間に行った文化・芸術・余暇活動は、いずれの障害者等も「買物、映画、コン

サートなど（身体・難病：45.4％、知的：47.1％、精神：50.2％）」が最も多く、次い

で「旅行（身体・難病：35.7％、知的：44.5％、精神：30.4％）」となっています。 

また、３番目に多いものとして、身体障害者・難病患者と精神障害者等は「美術館、博

物館めぐり（身体・難病：20.9％、精神：24.3％）」、知的障害者は「健康福祉まつり

（31.0％）」となっています。（図表８） 
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④障害福祉サービスについて 

◆障害福祉サービス支給量のニーズ充足度 

障害福祉サービスを利用していると回答した人の障害福祉サービス支給量のニーズ充

足度は、いずれの障害者等も「十分である（身体・難病：28.6%、知的：29.6%、精神：

34.5%）」が「足りない（身体・難病：16.5%、知的：10.4%、精神：12.3%）」を

上回っています。（図表９） 
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◆福祉サービスの情報入手先 

福祉サービスの情報入手先は、「特にない」を除くと、いずれの障害者等も「区の広報

紙（身体・難病：43.7%、知的：26.5%、精神：26.9%）」が最も多くなっています。 

知的障害者は、他の障害者等と比べて「障害者団体（家族会などを含む）（24.5%）」、

「相談支援事業者（18.1%）」の回答が高くなっています。（図表 10） 
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⑤相談について 

◆困りごとの相談先 

困りごとの相談先は、いずれの障害者等も「家族・友人・知人（身体・難病：83.5%、

知的：76.1%、精神：74.3%）」が最も多く、次いで、身体障害者・難病患者、精神障

害者等では「病院・診療所（身体･難病：26.6%、精神：41.5%）」、知的障害者では「区

役所･保健所・福祉センターなど（29.7%）」などとなっています。（図表 11） 
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◆基幹相談支援センターの認知度・利用状況 

基幹相談支援センターの認知度・利用状況は、「知っていて利用したことがある」と「知

っているが、利用したことはない」を合わせた＜知っている＞が、身体障害・難病患者で

は 15.8%、知的障害者では 43.9%、精神障害者等では 12.9%となっており、知的障害

者の認知度・利用状況が他の障害者等よりも高くなっています。（図表 12） 
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◆中央区障害者就労支援センター、基幹相談支援センター、中央区精神障害者地域活動 

支援センター（ポケット中央）を利用したことがない理由 

中央区障害者就労支援センター、基幹相談支援センター、ポケット中央を利用したこと

がない理由は、いずれの障害者等も「利用する必要がない（身体・難病：76.5%、知的：

63.3%、精神：47.9%）」が最も多く、次いで「その他（身体・難病：10.9%、知的：

18.4%、精神：32.6%）」として、内容は「どういう所か知らない」、「どんな相談を

したらいいかわからない」、「知らなかった」などとなっています。（図表 13） 
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⑥成年後見制度について 

◆成年後見制度の内容の認知状況 

成年後見制度の内容の認知状況は、「よく知っている」と「名前・制度についてはおお

よそ知っている」を合わせた＜知っている＞は、身体障害者・難病患者では 29.1%、知

的障害者では 28.4%、精神障害者等では 30.0%となっています。（図表 14） 
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◆成年後見制度の利用意向 

成年後見制度の利用意向は、「既に利用している」と「今後利用したい」を合わせた＜

利用したい＞は、身体障害者・難病患者では 9.2%、知的障害者では 22.6%、精神障害

者等では 11.4%となっています。（図表 15） 
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◆成年後見制度を利用したいと思わない理由 

成年後見制度を利用したいと思わない理由は、いずれの障害者等も「家族（親・親族）

がまだ元気だから（身体・難病：62.7%、知的：68.2%、精神：34.2%）」が最も多く

なっています。（図表 16） 

 
ᶫ 16 ₴♥ Ѱ↓ ѫ ד ʣ̬  
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◆権利擁護支援事業の内容の認知状況 

権利擁護支援事業の内容の認知状況は、「よく知っている」と「名前・制度については

おおよそ知っている」を合わせた＜知っている＞は、身体障害者・難病患者では 9.8%、

知的障害者では 10.9%、精神障害者等では 7.4%となっています。（図表 17） 
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⑦障害者などへの区民の理解について 

◆障害や障害者、難病や難病患者に対する区民の理解度 

区民の理解度について、「とても理解されている」と「ある程度理解されている」を合

わせた＜理解されている＞は、身体障害者・難病患者では30.7%、知的障害者では42.0%、

精神障害者等では 20.7%となっています。（図表 18） 
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◆差別を感じたことはあるか 

差別を感じた経験は、「よくある」と「時々ある」を合わせた＜ある＞は、身体障害者・

難病患者では 22.5%、知的障害者では 58.1%、精神障害者等では 41.6%となっていま

す。（図表 19） 
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◆「虐待通報・相談窓口」の認知状況 

「虐待通報・相談窓口」の認知状況は、「知っている」は身体障害者・難病患者では15.0%、

知的障害者では 22.6%、精神障害者等では 13.4%となっています。（図表 20） 
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⑧災害時の対策について 

◆災害時に援助してくれる人がいるか 

災害時に援助してくれる人は、「いる」は身体障害者・難病患者では 67.2%、知的障

害者では 80.6%、精神障害者等では 57.1%となっています。（図表 21） 

 
ᶫ 21 ὡ Ҟ ˲  
̱ ὡ ὡ ὡ  

Ћ̱  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

67.2 

80.6 

57.1 

28.9 

14.8 

39.9 

3.9 

4.5 

2.9 

(N=613)

(N=155)

(N=651)

(%)

15.0 

22.6 

13.4 

80.9 

72.9 

83.4 

4.1 

4.5 

3.2 

(N=613)

(N=155)

(N=651)

(%)



 

41 

第
１
部 

◆災害時に不安なこと 

災害時に不安なことは、いずれの障害者等も「避難するときに適切に行動や移動ができ

るか（身体・難病：48.9%、知的：57.4%、精神：46.4%）」が最も多くなっています。 

また、回答の上位３番目は、いずれの障害者等も「災害の内容や避難指示などの情報を

入手できるか（身体・難病：32.8%、知的：43.9%、精神：38.2%）」となっています。 

（図表 22） 
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◆「災害時地域たすけあい名簿」への情報提供に同意していない理由 

「災害時地域たすけあい名簿」への情報提供に同意していない理由は、身体障害者・難

病患者は「一人で行動できるため（20.6%）」、知的障害者、精神障害者等は「内容がよ

くわからないため（知的：20.0%、精神：16.9%）」が最も多くなっています。 

（図表 23） 
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(3) 子どもの育ちや発達の相談に関する実態調査の結果概要 

 

①通園･通学の状況について 

◆通園・通学・通所の状況 

通園・通学・通所の状況は、「通園・通学・通所している（94.3%）」、「通園・通学・

通所していない（3.6%）」となっています。（図表 24） 
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◆保育所・幼稚園・学校などが終わった後に過ごしている場所 

保育所･幼稚園・学校などが終わった後に過ごしている場所は、「ほとんど自宅にいる

（55.4%）」が最も多く、地域の居場所では、「プレディ（18.3%）」、「放課後等デ

イサービス（区内の事業所）（17.0%）」、「放課後等デイサービス（区外の事業所）

（12.5%）」などとなっています。（図表 25） 
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②育ちや発達の状況について 

◆子どもの育ちや発達で不安や疑問を感じた経験の有無 

子どもの発達について気になることまたは心配なことが「ある」、「ときどきある」、

「過去にあったが今はない」を合わせた＜気になることまたは心配なことのある人＞は、

就学前では「言葉の遅れ（89.2%）」、小学生では「行動面（82.4%）」、中学生では

「進級・進学（86.5%）」、高校生では「行動面（88.5%）」が最も多くなっています。

（図表 26） 
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◆最初に不安や疑問を感じた時期 

子どもの発達について最初に不安や疑問を感じた時期は、「０歳～３歳未満（53.2%）」

が最も多く、次いで「３歳～就学前（28.3%）」、「小学校１～３年生（10.2%）」な

どであり、就学前が 81.5％となっています。（図表 27） 
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◆育ちや発達についての診断の有無 

育ちや発達についての診断の有無は、診断（「○○の疑い」、「○○の傾向」なども含

む）を「受けた（64.0%）」、「受けていない（34.4%）」となっています。（図表 28） 
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③サービスの利用状況について 

◆福祉サービス・支援を利用していない理由 

福祉サービス・支援を利用していない理由は、「必要がないため（65.3%）」を除く

と、「サービス・支援を知らなかったため（23.8%）」が最も多く、次いで「利用方法が

わからない・知らなかったため（20.1%）」、「サービス事業者の定員に空きがないため

（13.0%）」、「希望する事業者や施設が見つからないため（12.4％）」などとなって

います。（図表 29） 
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◆福祉サービス・支援を利用する上で困っていること 

福祉サービス・支援を利用する上で困っていることは、「特に困ったことはない

（33.8%）」を除くと、「サービス・支援の情報が入手しにくい（31.4%）」が最も多

く、次いで「条件が合わなく利用したいサービス・支援が使えない（26.3%）」、「利用

方法がわかりにくい（21.1%）」などとなっています。（図表 30） 
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◆切れ目のない一貫した支援をどう思うか 

育ちに支援が必要な子どもへの切れ目のない一貫した支援を目指す中央区の取組をど

う思うかは、「必要と思う・進めてほしい」が 84.9%となっています。（図表 31） 
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◆育ちのサポートカルテの活用状況 

「育ちのサポートカルテ」の活用状況は、「活用している（12.7%）」と「知らなかっ

たが今後活用を検討したい（37.2%）」を合わせた＜活用している＞は 49.9％、「知っ

ているが、活用していない（27.5%）」と「知らなかったし、今後も活用しない（19.9%）」

を合わせた＜活用していない＞は 47.4％となっています。（図表 32） 
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ᶫ 32  
Ћ̱  

 

 

 

 
 

④主たる養育者の状況について 

◆近所の人に子どもの育ちや発達について理解されていると感じるか 

近所の人に、お子さんの育ちや発達のことについて理解されていると感じるかは、「感

じる（43.5%）」、「感じない（55.0%）」となっています。（図表 33） 
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⑤今後の区の取組について 

◆育ちに支援を必要とする子どもへの施策・サービスの満足度 

中央区で実施している育ちに支援を必要とする子ども達に対する施策･サービスの満足

度は、「大変満足（13.0%）」と「やや満足（48.0%）」を合わせた＜満足＞は 61.0%、

「やや不満（31.4%）」と「非常に不満（6.0%）」を合わせた＜不満＞は 37.4%とな

っています。（図表 34） 
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    第５期中央区障害福祉計画・第１期中央区 

障害児福祉計画の取組状況 
 
 

   施策の方向性の取組状況 
 

前計画である第５期中央区障害福祉計画・第１期中央区障害児福祉計画は、３つの施策

の方向性、９つの施策、27 の主な取組で構成されています。 
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施策の方向性１「個のニーズに基づくサービスの提供」の評価 

 

施策１ 在宅サービス等の充実 

「（１）在宅サービス等の情報提供の充実」では、区が所管する移動支援事業所や相談

支援事業所の一覧を作成し、利用者が選択しやすいようホームページの掲載や案内の配布

など情報提供を行いました。引き続き、他の障害福祉サービスについてもホームページの

レイアウトなどを工夫し、情報提供の充実に取り組みます。 

「（２）自立生活を支援するサービスの充実」では、基幹相談支援センターと精神障害

者地域活動支援センター「ポケット中央」が連携し、居宅介護サービスなどの利用を通じ

て一人暮らしの生活面における助言や支援を行いました。法改正により新たに開始された

自立生活援助については、区内でサービスを提供できる事業所が令和２（2020）年３月

に１カ所開設されました。移動支援は、平成 30（2018）年４月から対象となる外出の

範囲を拡大し、特別支援学校、特別支援学級の通学に利用できるようになりました。 

「（３）高齢障害者の介護保険サービスの円滑な利用促進」では、おとしより相談セン

ターと特定相談支援事業所との連携により、介護保険サービスと障害福祉サービスを組み

合わせ、適切なサービス提供が行われるように努めました。 
 

 

施策２ 相談支援体制の充実 

「（１）相談支援の利用促進」では、平成 30（2018）年度、令和元（2019）年度

ともに、保健所等複合施設内に拠点化を図った基幹相談支援センター、子ども発達支援セ

ンター、精神障害者地域活動支援センター「ポケット中央」の３センターが、ケース会議

や事例検討会などを通じて連携強化を図りながら、障害に関するあらゆる相談に対応し適

切な支援につなげる体制づくりを進めました。また、それぞれのセンターがリーフレット

の配布やホームページへの掲載に加え、講演会などの開催に合わせた周知に努め、利用の

促進を図りました。 

「（２）基幹相談支援センターの機能の充実」では、平成 30（2018）年度、令和元

（2019）年度ともに、基幹相談支援センターが中心となり、相談支援事業所連絡会や事

例検討会などを通じて地域全体の相談スキルの向上に取り組みました。また、「地域生活

支援拠点」（面的整備型）のネットワークづくりの一環として、入所施設・グループホー

ム連絡会や専門性を高める研修会などを開催し、事業所間の連携の強化を図りました。 
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施策の方向性２「地域生活を支える環境づくり」の評価 

 

施策３ 地域移行・地域定着支援の充実 

「（１）地域生活支援拠点の整備」では、地域生活支援拠点は、障害者等の地域におけ

る生活の維持および継続が図られるよう、相談、一人暮らしやグループホームなどの体験

の機会や場、緊急時の受け入れ・対応などの機能を集約してグループホームまたは障害者

支援施設に付加した拠点であり、区市町村または各保健圏域において少なくとも１カ所は

整備することが基本とされています。本区においては、障害者の高齢化・重度化や「親亡

き後」を見据え、課題に応じてどのような機能を整備すべきかについて検討し、地域にお

ける複数の機関が分担して機能を担う面的整備型の地域生活支援拠点として整備を進め

る方針を固め、面的整備の基本となるネットワークを整備しました。平成 30（2018）

年度からはネットワークを構成する事業所に対し、国が示している「地域生活拠点等につ

いて」初版を元に取組の検討を開始しました。 

「（２）居住支援体制の充実」では、親元からの自立、施設などから地域へ戻った障害

者の居住支援体制構築に向けて、基幹相談支援センターが主催して平成 30（2018）年

度に入所施設・グループホーム連絡会を開催しました（令和元（2019）年度は新型コロ

ナウイルスの影響で開催延期となりました）。連絡会では、中央区の入所施設・グループ

ホームの現状や課題について情報共有を図るとともに、居住支援体制構築に向けた仕組み

づくりについて意見交換を行いました。 

「（３）グループホームの充実」では、平成 29（2017）年度に高齢化・重度化を見

据えた今後のグループホームの検討を行い、知的障害者グループホームの改築を「中央区

基本計画 2018」の事業計画として位置付けました。平成 30（2018）年度は東京都お

よび区内関係機関と施設整備などについて検討会を実施しました。令和元（2019）年度

は新型コロナウイルス感染症拡大防止のため検討会は中止とし、区内関係機関に資料の郵

送で各施設の入所者数や設備状況など情報共有を行いました。 

「（４）精神障害者支援のための関係機関の連携」では、平成 30（2018）年度、令

和元（2019）年度ともに、「精神障害にも対応した地域包括ケアシステム」の構築に向

けて、関係者などによる協議の場と位置付けた自立支援協議会の地域移行・地域定着部会

において、長期入院から地域に戻る精神障害者が安心して暮らすための具体的支援策の検

討を進めました。また、精神障害者地域活動支援センター「ポケット中央」が中心となり、

基幹相談支援センターや関係機関などと連携を図りながら、精神障害者が地域で自立した

生活が送れるよう支援に取り組みました。 
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施策４ 障害者の支援事業の充実 

「（１）障害者の通所事業の拡充」では、平成 30（2018）年度に、福祉センターの

成人室を生活介護（法定事業）へと移行し、重症心身障害や医療的ケアに対する支援の充

実を図りました。令和元（2019）年度には、看護職員の増員とともに、都立東部療育セ

ンターとの医療連携（巡回指導・研修派遣）や聖路加国際病院を加えた連絡会を開催する

など、医療的ケアが必要な障害者への対応力の強化に取り組みました。 

「（２）高次脳機能障害者の支援事業の充実」では、平成 30（2018）年度に、交流

会の拡充（土曜日年４回から土曜日と平日の年６回へ）とともに、リハビリテーション医

師による専門相談を開始し、医学的な相談にも対応できる支援体制の充実を図りました。

平成 30（2018）年度、令和元（2019）年度ともに、交流会や個別相談の実施、地域

の理解を促進する普及啓発や講演会の開催、関係機関が連携を強化するための連絡会議な

どを通じて、高次脳機能障害者とその家族を支援しました。 

 

 

施策５ 就労支援の充実 

「（１）一般就労への移行の促進」では、平成 30（2018）年４月に施行された法定

雇用率の引き上げや精神障害者の利用増加に伴う計画相談支援の件数の伸びを受け、平成

31（2019）年４月から中央区障害者就労支援センターの相談支援専門員を１名増員し、

受付可能な件数を 50 件から 100 件に拡大しました。その結果、計画相談支援等の件数

の実績が約 60％増加しました。また、福祉センターの特定相談支援事業所においても相

談支援専門員を１名増員し、受付可能な件数を 120 件から 160 件に拡大しました。 

「（２）就労定着支援の推進」では、中央区障害者就労支援事業所ネットワークに参加

する就労支援事業所のうち２事業所において、平成 30（2018）年４月から新たに創設

された「就労定着支援事業」を開始しました。就労移行支援から引き続き就労定着支援を

利用する方が多く、今後も一般就労への移行後の支援に取り組みます。 

「（３）障害者優先調達の推進」では、障害者就労施設などで就労する障害者の自立を

促進するため、本区の事業に必要な物品の購入や外部委託を行う際に、障害者就労施設な

どからの調達を行い、その実績額を毎年度上回ることを目標として設定しました。区の事

務事業全般にわたり、優先調達が進むよう契約部署との連携を図るとともに、障害者就労

支援施設との業務の履行期間、発注量、仕様や規格などの協議を重ねて受注機会の拡大に

努めていきます。また、障害者就労施設などで就労する障害者の工賃向上を目指して、中

央区障害者就労支援事業所ネットワークに参加する就労支援事業所とともに共同受注体

制の構築に向けて検討を行っています。  
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施策６ 障害児の支援事業の充実 

「（１）障害児通所支援の充実」では、平成 30（2018）年度に、「子ども発達支援

センター ゆりのき」を開設し、それまで福祉センターで行っていた児童発達支援（集団

療育）と放課後等デイサービスの利用定員を拡大するとともに、ワゴン車（車いす乗車用

スロープ付き）による送迎、児童発達支援（集団療育）における給食の提供やきょうだい

児一時預かり（生後７カ月から就学前まで）を開始するなど、通所支援の充実を図りまし

た。令和元（2019）年度には、「こどもの発達相談」において言語聴覚士を増員し、個

別療育における質の向上に取り組みました。 

「（２）重症心身障害児の支援」では、授業の終了後または学校の休業日に生活能力の

向上に必要な訓練を提供するとともに社会との交流を支援するため、重症心身障害児（医

療的ケア児を含む）を対象とした民間の放課後等デイサービス事業所の開設を支援し、平

成 31（2019）年４月に十思スクエア内に開設しました。今後は運営事業者への事業運

営費補助を通じて、重症心身障害児（医療的ケア児を含む）に対し、身近な地域での通所

支援を提供していきます。 

また、子ども発達支援センターの児童発達支援（集団療育）において、重症心身障害児

（医療的ケア児を含む）の増加に対応して、平成 30（2018）年度に親子で通所するク

ラスの利用定員を拡大しました。平成 30（2018）年度、令和元（2019）年度ともに、

日常的に医療的ケアを必要とする重症心身障害児などの居宅に訪問看護師を派遣して一

定時間医療的ケアなどを代替するレスパイト事業を通じて、当該障害児の健康の保持と家

族の介護負担の軽減を図りました。 

「（３）医療的ケア児支援のための関係機関の連携」では、平成 30（2018）年度か

ら、自立支援協議会に「医療的ケア児等支援連携部会」を設置し、保健・医療・障害福祉・

保育・教育などの関係機関が連携を図りながら身近な地域で医療的ケア児を支援する体制

づくりを進めました。令和元（2019）年度には、多分野にまたがる支援を調整し、総合

的かつ包括的に提供するため、子ども発達支援センターに医療的ケア児等コーディネータ

ーを配置しました。 
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施策７ 「中央区育ちのサポートシステム」の推進 

「（１）子ども発達支援センターを中心とした支援体制の確立」では、発達障害など育

ちに支援を必要とする子どもとその家族を支援する地域の療育拠点「子ども発達支援セン

ター ゆりのき」を平成 30（2018）年４月に開設しました。平成 30（2018）年度、

令和元（2019）年度を通して、保健・福祉・教育の各コーディネーターが、保健・医療・

障害福祉・保育・教育などの関係機関の連絡調整を図りながら支援に取り組みました。 

「（２）「育ちのサポートカルテ」の運用」では、平成 30（2018）年度から、子ど

もに関わる機関が支援方法や課題を共有し、ライフステージに応じた切れ目のない一貫し

た支援を提供するため、子ども発達支援センターが「育ちのサポートカルテ」を一括管理

して関係機関と調整しながら円滑な引き継ぎを行っています。また、令和元（2019）年

度には、「育ちのサポートカルテ」がより簡便で有益なツールとなるよう、保護者と教職

員を対象にアンケート調査を実施しました。 

「（３）早期発見・早期支援の充実」では、平成 30（2018）年度から、「ゆりのき

連携発達相談」として、臨床心理士および保健コーディネーターを保健所・保健センター

の乳幼児健診や健診後の経過観察の場に派遣し、支援が必要な子どもを直接把握して早期

療育につなげています。また、令和元（2019）年度に、臨床心理士などが区内保育所・

こども園などを巡回し、在園児の発達に関する相談を受け助言などを行う「保育園巡回相

談」において相談員を１名増員する充実を図りました。 

「（４）発達障害に対する理解の促進」では、平成 30（2018）年度、令和元（2019）

年度ともに、講演会の実施やリーフレットの配布などを通じて、保護者をはじめ広く地域

へ発達障害に関する正しい知識の普及を図りました。また、教職員向け研修会や学識経験

のあるアドバイザーからの助言などを通じて、支援に携わる職員（教員、保育士などを含

む）のスキルの向上に取り組みました。 
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施策の方向性３「地域での共生社会の実現」の評価 

 

施策８ 心のバリアフリーの推進 

「（１）障害者差別解消の推進」では、「職員対応要領」に基づき区の事務事業におけ

る障害者差別の解消に取り組むとともに、広報紙、区独自の啓発用リーフレットの区民お

よび事業者への配布や講演会などを通じて、区民などへの普及啓発に取り組んでいます。 

「（２）障害と障害者の理解のための意識啓発」では、さまざまな障害特性に対する理

解や支援方法などを記載した「中央区障害者サポートマニュアル」を区立小・中学校に配

布し福祉教育などに活用するとともに、窓口や区内イベントでの配布、ホームページへの

掲載などを通じて、意識啓発に取り組んでいます。 

「（３）「健康福祉まつり」等による地域交流の促進」では、平成 30（2018）年度、

令和元（2019）年度ともに、「出会いとふれあいと感動と」をテーマに「健康福祉まつ

り」を開催するとともに、町会などの協力を得て、福祉センターでは「福祉センターまつ

り」、レインボーハウス明石では「なないろ祭」を開催するなど、区民とふれあう交流と

親睦の機会を通じて、「心のバリアフリー」の推進を図りました。 

「（４）障害者福祉団体との連携」では、引き続き、障害者団体に対し運営費や交流事

業に伴うバス借上費の一部助成、懇談会などによる情報提供や意見交換を行い、活動の支

援に取り組みました。 

 

 

施策９ 障害者の権利擁護と虐待防止 

「（１）成年後見制度や権利擁護の推進」では、中央区社会福祉協議会成年後見支援セ

ンター「すてっぷ中央」と連携して成年後見制度や権利擁護事業の普及啓発を図り、利用

の促進に取り組みました。 

「（２）障害者虐待防止の推進」では 24 時間 365 日対応可能な虐待通報・相談窓口

専用電話を設置し、通報や相談の受付を行うとともに、保健・医療・福祉・警察などの関

係機関が連携して虐待の早期発見や発生時の適切な対応を行うべく取り組みました。また、

区のおしらせ、ホームページやパンフレットなどを通じて虐待防止について普及啓発を行

い、幅広く区民・事業者に周知を図りました。 

 

 

  



 

55 

第
１
部 

   成果目標の取組状況 
 

国の「障害福祉計画及び障害児福祉計画に係る基本指針」を踏まえ、前計画である第５

期中央区障害福祉計画・第１期中央区障害児福祉計画にて設定した、障害福祉サービス等

および障害児通所支援等の提供体制の確保に係る成果目標の取組状況は、次のとおりとな

っています。 

 

(1) 福祉施設の入所者の地域生活への移行 

 

①施設入所者のうち、地域生活に移行する者の数 

第５期計画では、国の指針に基づき、平成 28（2016）年度末時点の福祉施設入所者

数（73 人）の９％以上が令和２（2020）年度末に地域生活へ移行することを目指して、

目標値を設定しました。しかし、入所者の障害の重度化や高齢化の進行など、地域移行が

難しい状況となっていることから、実績はありませんでした。今後とも地域での支援体制

づくりを進め、自己選択・自己決定による地域移行につなげていきます。 
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②施設入所者の地域生活への移行に関する目標 

国の指針に基づき、平成 28（2016）年度末時点の福祉施設入所者数（73 人）から

２％以上削減することを目指し、令和２（2020）年度末の入所者数を 71 人に設定しま

した。令和元（2019）年度は前年度と同様に 72 人となりました。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(2) 精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの構築 

 

都道府県において目標を設定することとなっていることから、本区では目標値の設定を

行っていません。本区では「入院中の精神障害者の地域生活への移行」を推進するため、

自立支援協議会の「地域移行・地域定着部会」を精神障害にも対応した地域包括ケアシス

テムの構築に向けた協議の場として位置付け、保健・医療・福祉関係者による具体的な協

議を行っています。 

 

  

Ι

₳ ₴↓ Њ ˲

̉ᴇ ₴↓ Њ ˲

Њ ѹ ˲

₳ ₴↓

₳ ₴↓ ˲

₳ ₴↓ ˲

₳ ₴↓ ˲

̉ᴇϷ ₴↓ ˲

ὕ

ὕ



 

57 

第
１
部 

(3) 地域生活支援拠点等の整備 

 

地域生活支援拠点は、障害者等の地域における生活の維持および継続が図られるよう、

相談、一人暮らしやグループホームなどの体験の機会や場、緊急時の受け入れ・対応など

の機能を集約してグループホームまたは障害者支援施設に付加した拠点であり、区市町村

または各保健圏域において、少なくとも１カ所は整備することが基本とされています。 

本区においては、障害者の高齢化・重度化や「親亡き後」を見据え、課題に応じてどの

ような機能をどれだけ整備すべきかについて検討し、令和２（2020）年度までに面的整

備型を１カ所整備することを目標としました。平成 30（2018）年度からは、面的整備

に向け、相談支援事業所連絡会や就労支援事業所ネットワーク会議、入所・グループホー

ム連絡会などに参加する事業者に登録を依頼して、基本となるネットワークの強化を図る

など、取組を進めています。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(4) 福祉施設から一般就労への移行等 

 

①一般就労への移行者数 

令和２（2020）年度の一般就労への移行者数を平成 28（2016）年度実績（10 人）

の 1.5 倍以上とすることを目標とし、第５期計画最終年度の目標値は 15 人に設定しま

した。 

平成 30（2018）年４月に法定雇用率の引き上げが施行されたことから、企業からの

就労に向けた相談件数は増加傾向にあります。また、中央区障害者就労支援センターの登

録者も増加傾向にあり、就労に向けて職業訓練や職場でのコミュニケーションなどを学び、

一般就労に向けた個々のスキルアップに取り組んでいます。今後、企業とのマッチングを

行い、一般就労への移行につなげていきます。 
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②就労移行支援事業を利用する者の数 

令和２（2020）年度の就労移行支援事業の利用者数を平成 28（2016）年度の利用

者数（29 人）の 1.2 倍以上とすることを目標とし、第５期計画最終年度の目標値は 35

人に設定しました。 

区内の障害者手帳交付者数は増加傾向にあり相談支援事業所の利用者も増えてきてい

ます。就労に向けて動き出す前の心構えなど段階を踏んで学んでいるケースも多く、今後、

就労への準備ができた方から利用が増えていくことが予想されます。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Ι

₳ ₴↓ ʝ ᾦҥ ˲

̉ᴇ ₴↓ ʝ ᾦҥ ˲

₳ ₴↓

₳ ₴↓ ˲

₳ ₴↓ ˲

₳ ₴↓ ˲

̉ᴇϷ ₴↓ ˲

ὕ

ὕ

Ι

₳ ₴↓ ᾦҥ ˗ ѫ ˲

̉ᴇ ₴↓ ᾦҥ ˗ ѫ ˲

₳ ₴↓

₳ ₴↓ ˲

₳ ₴↓ ˲

₳ ₴↓ ˲

̉ᴇϷ ₴↓ ˲

ὕ

ὕ



 

59 

第
１
部 

③就労移行率が３割以上の事業所の割合 

令和２（2020）年度には就労移行率が３割以上の就労移行支援事業所を全体の 50%

以上とすることを目指します。 

平成 30（2018）年度には就労に向けて職場でのコミュニケーションなどを学んでい

る方が多く、移行率が３割以上の事業所は 25％に留まっていました。令和元（2019）

年度においては、利用者が減少したことに伴い、就労先が決まりやすくなったことで、目

標を超えて全ての事業所が３割以上を達成しました。今後とも就労移行支援事業の利用者

を増やすとともに、就労につなげていけるよう支援を続けていきます。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

④就労定着支援による支援開始１年後の職場定着率 

就労定着支援事業は、平成 30（2018）年４月から始まった新規サービスで就労支援

等のサービスを受けて一般就労へ移行した障害者等に対して、就労定着に向けた支援（企

業・家族との連絡調整や生活面の支援など）を行っています。 

令和元（2019）年度において、対象者 13 人のうち、就労定着支援の利用以前からア

フターケアを行っていた利用者８人については、３年６カ月を経過し、就労定着につなが

ったことにより支援を終了しました。 
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(5) 障害児支援の提供体制の整備等 

 

①児童発達支援センターの設置数 

発達障害や育ちに支援が必要な子どもとその家族に対して、適切な相談や支援を行う地

域の療育の拠点として「子ども発達支援センター ゆりのき」を平成 30（2018）年４月

に開設しました。 
 
 
 
 
 
 
 
 

②保育所等訪問支援を利用できる体制 

本区では、平成 27（2015）年度から保育所等訪問支援が利用できる体制にあるため、

引き続き保育所等訪問支援を利用できる体制を維持しました。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

③重症心身障害児を支援する児童発達支援事業所および放課後等デイサービス 

事業所の数 

子ども発達支援センターの児童発達支援事業（集団療育）において、重症心身障害児（医

療的ケア児を含む）が親子で通所するクラスを週１回実施しました。 

また、平成 30（2018）年度には放課後等デイサービス事業所の開設に向けて、都の

指定が受けられるよう基準を満たすための運営などの話し合いを事業所と重ねて、区独自

の補助制度を利用し、平成 31（2019）年４月に重症心身障害児（医療的ケア児を含む）

対象の放課後等デイサービス事業所を十思スクエア内に開設しました。 
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④保健・医療・障害福祉・保育・教育等の関係機関が連携を図るための協議の場 

「医療的ケア児支援のための関係機関の連携」では、医療的ケアが必要な障害児等が、

身近な地域で心身の状況に応じた適切な支援が受けられるよう、自立支援協議会の一部会

として「医療的ケア児等支援連携部会」を設置しました。 
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    計画策定にあたっての課題 

 

   地域で暮らし続けるために必要なこと 

(1) 相談支援体制 

 

本区では、人口の増加に伴い障害者等も増えており、ニーズの多様化とともに、これま

での障害福祉サービス等だけでは支援が難しい、家族の高齢化や生活困窮など複合的な課

題を抱えるケースも多く見られます。 

本区の相談支援については、基幹相談支援センターが中核的な役割を担い、相談支援事

業者間のネットワークの構築に取り組んでいます。また、平成 30（2018）年４月には、

「子ども発達支援センター ゆりのき」を開設し、基幹相談支援センター、精神障害者地

域活動支援センター「ポケット中央」を併せた３センターを中央区保健所等複合施設内に

集約し、障害に関するあらゆる相談に応じて必要なサービスや支援につなげていく体制を

整えました。 

しかしながら、障害者・難病患者の実態調査結果によると、本区の各相談支援機関の認

知度・利用状況は、知的障害者で比較的高いものの、いずれの障害者も「知らない」割合

が多くなっています。また、知っているが利用しない理由としては、現在「利用する必要

がない」が最も多く、若干ですが「施設までの行き方がわからない」という理由も見られ

ました。 

このため、引き続き基幹相談支援センターを中心としたネットワークの強化を図り、相

談支援体制の充実に取り組むとともに、区の相談支援機関について、さまざまな工夫を図

りながら周知に努めていく必要があります。 

また、障害者とその家族が抱える複合的な課題に対して適切な支援を行うため、関係機

関等の連携を一層強化していくことが求められています。 

 

(2) 生活を支えるサービス等 

 

本区では、障害者等の地域における日常生活を支えるため、一人一人に適した障害福祉

サービス等を提供するとともに、高齢化や重度化、医療的ケアへの対応など、複雑多様化

するニーズを踏まえて各種事業の充実に努めています。 

１ 
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しかしながら、障害者・難病患者の実態調査結果によると、障害福祉サービス利用者の

サービス支給量について、いずれの障害者も「足りない」と感じている人は１割台となっ

ていますが、「十分である」との回答も、身体障害者・難病患者や知的障害者で２割台、

精神障害者等は３割台にとどまっています。 

福祉サービス等の情報入手先については、いずれの障害者も区の広報紙が最も多いもの

の、身体障害者・難病患者と精神障害者等では「特にない」との回答も高い割合となって

います。また、子どもの育ちや発達の相談に関する実態調査結果によると、福祉サービス・

支援を利用していない理由として、「サービス・支援を知らなかったため」、「利用方法

がわからない・知らなかったため」がそれぞれ２割台となっています。 

このため、今後とも障害特性や一人一人のニーズの把握に努め、その人に合った適切な

障害福祉サービス等を提供していく必要があります。 

また、具体的なサービス内容や利用方法について、必要とする障害者等に確実に届くよ

う、情報提供の充実に努めていく必要があります。 

さらに、令和２年度においては、新型コロナウイルス感染症により、日常生活や社会経

済活動が大きな影響を受ける中、障害福祉サービス等については、感染防止対策を徹底し

た上でのサービス提供の継続が求められました。通所事業所では、在宅でのサービス提供

に切り替えるなど、コロナ禍での柔軟な対応がとられましたが、引き続き障害者等の体調

や心理面、家庭環境等への影響を考慮しつつ、サービスの提供体制の確保に努める必要が

あります。 

 

(3) 重度障害者等の支援 

 

本区では、福祉センターにおいて、身体と知的の重度障害者の通所事業をはじめ、病気

や交通事故等による脳損傷後の後遺症がある高次脳機能障害者に対する支援事業などを

実施しています。 

平成 30（2018）年度には、同センター成人室を常時介護が必要な重度の障害者を支

援する生活介護（法定事業）へ移行し、支援体制の充実を図りました。 

しかしながら、現在、身体と知的の障害が重複する重症心身障害者や医療的ケアを必要

とする重度身体障害者が増加傾向にあり、従来の介助技術だけでは支援が困難なケースが

増えてきています。 

このため、一人一人の障害の特性や重度化に対応し適切な支援を提供できるよう、介護

にあたる職員のスキルの向上を図り、受け入れ体制の充実に取り組む必要があります。 
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また、高次脳機能障害者については、周囲からの理解と支援が得られるよう、引き続き

啓発事業に取り組むとともに、当事者の症状やニーズの把握に努め、適切な支援につなげ

ていく必要があります。 

 

(4) 育ちを支えるサービス 

 

本区では、近年 2,000 人を超える出生数を背景として、保育所などに通う未就学の子

ども、区立の小・中学校や特別支援学校に通う児童・生徒が増加傾向にあり、その中には、

育ちに支援を必要とする子どもやさまざまな障害がある児童・生徒も増えています。 

平成 30（2018）年度には、地域の療育の拠点「子ども発達支援センター ゆりのき」

を開設し、児童発達支援や放課後等デイサービス、保育所等訪問支援など、育ちに支援を

必要とする子どもを支援する各種の事業を展開しています。また、自立支援協議会に｢医

療的ケア児等支援連携部会」を設置し、日常的に医療的ケアを必要とする子どもとその家

族が安心して地域で過ごせるよう、保健・医療・福祉・教育等の関係機関による連携体制

づくりやコーディネーターの配置・活用に取り組んでいます。 

しかしながら、子どもの育ちや発達の相談に関する実態調査結果によると、通園・通学・

通所をしている子どもは９割を超えているものの、放課後の居場所として「ほとんど自宅

にいる」子どもの割合も５割台と高くなっています。また、区の施策・サービスへの満足

度については、医療的ケア児の保護者では「やや不満」と「非常に不満」の合計が６割台

となっています。 

このため、障害の有無にかかわらず子どもが地域の中で健やかに成長していけるよう、

引き続き通所支援の充実に取り組む必要があります。 

また、医療的ケア児については、実態やニーズの把握に努めるとともに、関係機関の連

携を強化し、適切な支援につなげていく必要があります。 

 

(5) 安心して住み続けるための支援 

 

本区では、障害者等が住み慣れた地域で安心して暮らすための居住支援として、区内の

グループホームの開設や運営に対する助成を行うとともに、基幹相談支援センターをはじ

め、関係機関や福祉サービス事業者等のネットワークの強化を図り、「地域生活支援拠点

等（面的整備型）」の体制づくりを進めています。また、平成 30（2018）年度からは、

自立支援協議会「地域移行・地域定着部会」において、「精神障害にも対応した地域包括

ケアシステム」の構築に向けた検討を開始しました。 
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しかしながら、障害者・難病患者の実態調査結果によると、将来の不安として、身体・

難病、知的、精神等いずれの障害者も「高齢になった時のこと」をあげており、知的障害

者では「親が亡くなった後の生活のこと」が最も多く、今後の暮らし方として施設やグル

ープホームなどの希望が多くなっています。また、施設入所者や長期入院の精神障害者の

地域生活への移行は、障害の重度化や高齢化などにより進んでいない状況にあります。 

このため、障害者の重度化・高齢化や「親亡き後」を見据えて、グループホームの確保

や居住支援の充実に取り組む必要があります。 

また、障害者の自立した生活を地域全体で支えるため、引き続き支援体制づくりを進め、

関係機関や福祉サービス事業者等の有機的な連携を強化していく必要があります。 

 

(6) サービスの質 

 

本区では、総人口の増加に伴い障害者手帳交付者数も増加傾向にあり、今後も障害福祉

サービス等の需要の拡大が見込まれています。これまで、区では利用者が質の高いサービ

スを選択できるよう、事業者に対して、計画的に実地指導検査を実施するとともに、助成

制度を活用した福祉サービス第三者評価の受審を勧奨してきました。 

しかしながら、現在、福祉サービス第三者評価制度の利用が一部事業者に限られる中、

区内には新規に開設する福祉サービス事業所が増えてきている状況にあります。 

また、国の基本指針の新たな目標として、利用者が真に必要とする障害福祉サービス等

について、その質を向上させるための取組に係る体制を構築していくことが求められてい

ます。 

このため、区内事業者に対する実地指導検査において指導・助言の充実に取り組むとと

もに、福祉サービス第三者評価の受審を一層促進していく必要があります。 

また、新たに、障害福祉サービス等の質を向上させる取組を効果的に進めるための体制

づくりを行う必要があります。 
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   障害者の活躍や育ちを支えるために必要なこと 

(1) 就労支援 

 

本区では、障害者就労支援センターにおいて、「地域開拓」、「就労支援」、「生活支

援」の各専任コーディネーターを配置し、就労面と生活面の支援を一体的に提供するとと

もに、関係機関や就労支援事業所と連携を図りながら障害者の就労支援を推進しています。 

障害者・難病患者の実態調査結果によると、就労状況として、身体障害者・難病患者の

３割台、精神障害者等の４割台が働いていて、共に「常勤の会社員（一般企業）」が最も

多く、知的障害者は６割台が働いていて、「就労継続支援（A 型・B 型）事業所など」が

最も多くなっています。 

しかしながら、同調査における就労先での配慮については、知的障害者に比べて身体障

害者・難病患者と精神障害者等で「特に配慮はされていない」と感じている割合が高く、

障害者が働くために必要な環境として、「健康状態に合わせた働き方ができること」が最

も多くなっています。 

このため、引き続き関係機関や就労支援事業所間の連携を強化しながら、障害特性やニ

ーズ等を踏まえた就労支援の充実に取り組む必要があります。 

また、障害者が安定的に継続して働き続けることができるよう、障害者雇用を行う企業

や職場に対して、障害特性に応じたさまざまな配慮の必要性について働きかけ、一人一人

の課題に応じた調整に取り組む必要があります。 

 

(2) 多様な活動に対する支援 

 

本区では、障害者の文化芸術やスポーツ活動などを支援するため、「中央区文化振興プ

ラン」や「中央区スポーツ推進ビジョン」等に基づき、文化施設、生涯学習施設、スポー

ツ施設などのバリアフリー化を進めるとともに、さまざまな障害特性に配慮しながら活動

への参加促進に取り組んでいます。 

また、国においては、平成 30（2018）年度に「障害者による文化芸術活動の推進に

関する法律」が施行され、令和元（2019）年度には「障害者の学びに関する当面の強化

策 2019－2022」が通知されるなど、文化芸術や生涯学習の活動を通じて、障害者の

社会参加を促進する方向性が示されました。 

しかしながら、障害者・難病患者の実態調査結果によると、文化・芸術・余暇活動の参

加状況については、いずれの障害者も、「買物、映画、コンサートなど」や「旅行」のほ

２ 
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か、「美術館、博物館めぐり」などが多いものの、一方でこれらの「活動をしたいと思う

ができない」方も１割程度いました。 

このため、文化芸術、生涯学習、スポーツなど、障害者が多様な活動に参加する機会を

充実させるとともに、障害の有無や障害特性にかかわらず、だれもが参加しやすい環境づ

くりを推進していく必要があります。 

 

(3) 育ちのサポートシステム 

 

本区では、育ちに支援を必要とする子どものライフステージに応じた切れ目のない一貫

した支援を行うため、療育の拠点「子ども発達支援センター ゆりのき」において、保健・

福祉・教育のコーディネーターを配置し関係機関と連携を図りながら、「育ちのサポート

カルテ」を活用した「育ちのサポートシステム」を推進しています。 

しかしながら、子どもの育ちや発達の相談に関する実態調査結果によると、切れ目のな

い一貫した支援については、８割以上が望んでいる一方で、実際に「育ちのサポートカル

テ」を活用している割合は１割台となっています。また、育ちや発達で不安や疑問を感じ

た経験は、就学前の時期が８割以上で、具体的な項目では「行動面」、「学習面」、「性

格」などで７割を超えていますが、実際に診断を受けた子どもは６割台となっています。 

このため、引き続き関係機関の連携のもと「育ちのサポートシステム」を推進するとと

もに、発達障害に対する正しい知識と「育ちのサポートカルテ」を普及させる取組を強化

していく必要があります。 

また、育ちや発達に不安や疑問を感じる就学前の段階から、適切な診断や療育につなげ

ることができるよう、早期発見・早期支援の取組を充実させる必要があります。 
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   だれもが共に暮らすために必要なこと 

(1) 障害者の権利擁護と虐待防止 

 

本区では、障害者が尊厳と権利を守られ安心して生活できるよう、区と成年後見支援セ

ンター「すてっぷ中央」が連携して成年後見制度や権利擁護支援事業を推進しています。

また、虐待防止については、24 時間 365 日対応可能な「虐待通報・相談窓口」を設置

し、保健・医療・福祉・警察等の関係機関が連携を図りながら早期発見と発生時の適切な

対応に取り組んでいます。 

しかしながら、障害者・難病患者の実態調査結果によると、知的障害者と精神障害者等

の成年後見制度、権利擁護支援事業に対する認知状況や今後の利用意向は低く、成年後見

制度を利用したいと思わない理由としては、「家族（親・親族）がまだ元気だから」が最

も多くなっています。 

また、「虐待通報・相談窓口」の認知状況については、知的障害者で２割台、身体障害

者・難病患者と精神障害者等が１割台にとどまっています。 

このため、障害者の高齢化や障害の重度化、「親亡き後」も見据えて、日頃から成年後

見制度と権利擁護支援事業の内容や必要性を理解してもらえるよう、関係機関の連携強化

を図りながら普及啓発に取り組む必要があります。 

また、虐待防止の重要性についても、広く区民、事業者等に普及啓発を図るとともに、

「虐待通報・相談窓口」を障害者をはじめ、多くの区民に知ってもらえるよう、効果的な

広報に取り組む必要があります。 

 

(2) 心のバリアフリー 

 

本区では、「障害者差別解消法」が目指す、障害の有無にかかわらず、相互に人格と個

性を尊重し合いながら共生する社会（共生社会）を実現するため、障害を理由とする不当

な差別の事例や「合理的配慮」の好事例などの情報共有に努め、区の事務事業における障

害者差別の解消に取り組んでいます。また、広く区民や事業者等へ同法の趣旨を伝えると

ともに、障害と障害者に対する理解を促進するため、啓発事業や交流事業などの取組を推

進しています。 

しかしながら、地域住民の障害者への理解は十分であるとはいえず、障害者・難病患者

の実態調査結果によると、区民に「理解されている」と感じている割合は、身体障害者・

難病患者で３割台、知的障害者で４割台、精神障害者等で２割台にとどまり、「差別を感

３  
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じたことがある」については、それぞれ２割台、５割台、４割台と高い割合となっていま

す。 

このため、差別や偏見のない共生社会の実現に向けて、学校、家庭、職場、地域などあ

らゆる場に「心のバリアフリー」を広げていく取組を一層推進していく必要があります。 

 

(3) 安全・安心なまちづくり 

 

本区では、高齢者、障害者、子育て世代、外国人などだれもが安全・安心に暮らすこと

ができる福祉のまちづくりを実現するため、ユニバーサルデザインの理念を取り入れた

「中央区福祉のまちづくり実施方針 2011」に基づき、公共的施設等のバリアフリー化

や各種広報における情報バリアフリー化など、総合的な施策を推進しています。 

また、災害時に高齢者、障害者等の要配慮者に対し適切な支援が行われるよう、「災害

時地域たすけあい名簿」を避難支援関係者に提供するとともに、福祉避難所の開設・運営

訓練を実施しています。 

しかしながら、障害者・難病患者の実態調査結果によると、外出の際の困りごとについ

ては、身体障害者・難病患者では「道路の段差や駅などの階段」が４割台と最も多く、知

的障害者では「目的地までの行き方がわからない」が２割台となっています。 

災害時の対策については、「災害時に援助してくれる人がいる」割合が、身体障害者・

難病患者では６割台、知的障害者では８割台、精神障害者等では５割台となっており、災

害時に不安なことは、いずれの障害者も「避難するときに適切に行動や移動ができるか」、

「災害の内容や避難指示などの情報を入手できるか」の割合が高くなっています。また、

「災害時地域たすけあい名簿」の情報提供に同意していない理由については、いずれの障

害者も「内容がよくわからない」の割合が高くなっています。 

このため、障害の有無にかかわらず、だれもが地域の中で安心して暮らし、社会参加が

できるよう、公共的施設や情報のバリアフリー化を計画的に推進していく必要があります。 

また、災害時に障害者が身近な地域で必要な支援が得られるよう、「災害時地域たすけ

あい名簿」を活用した支援体制の充実に取り組むとともに、名簿情報の提供の仕組みや福

祉避難所に関する情報などを障害特性に配慮して効果的に提供していく必要があります。 
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施策の方向性 

（中央区障害者計画） 

 

第２部 
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部 

    計画の基本理念と施策体系 

 

   計画の基本的考え方 

(1) 本区の障害者施策に関する基本理念 

 

第１部であげた計画策定にあたっての課題、国や東京都の動向、中央区基本構想や中央

区保健医療福祉計画 2020 などの上位・関連計画を踏まえた上で、第５期中央区障害福

祉計画・第１期中央区障害児福祉計画の基本理念「だれもが個性豊かに輝き 共に暮らせ

るまち 中央区」を本区の障害者施策に関する基本理念として引き継ぎます。 

基本理念のもと、施策の方向性として「地域で暮らし続けるための仕組みづくり」、「個

性豊かに輝ける環境づくり」、「だれもが共に暮らせるまちづくり」の３つを掲げ、障害

者施策を推進します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜施策の方向性２＞ 
 

個性豊かに輝ける 

環境づくり 

 

第１章 

１ 

＜本区の障害者施策に関する基本理念＞ 

 

だれもが個性豊かに輝き 共に暮らせるまち 中央区 

＜施策の方向性１＞ 
   

地域で暮らし続ける

ための仕組みづくり 

＜施策の方向性３＞ 
   

だれもが共に 

暮らせるまちづくり 

施策 

 



 

74 

   施策体系 
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    施策の方向性 

 

         地域で暮らし続けるための仕組みづくり 

 

 

障害者が住み慣れた地域で一人一人のニーズに応じた適切な支援を受けながら暮らし

続けることができるよう、制度・サービスなどの情報提供の充実、基幹相談支援センター

を中心とした相談支援体制の充実、日常生活や社会生活を支えるサービス、子どもやその

家族に向けた育ちを支えるサービスなどの充実を図ります。サービスの充実に当たっては、

同時に質の確保・向上も図ります。 

また、地域における暮らし・生活を支えるために、グループホームの拡充や居住に関す

る支援の充実、地域生活支援拠点等の地域生活を支える体制の強化を推進します。 

 

 

【施策の方向性１の各施策】 

施策１ 相談支援体制の充実 

施策２ 生活を支えるサービス等の充実 

施策３ 育ちを支えるサービス等の充実 

施策４ 安心して住み続けるための支援の充実 

施策５ サービスの質の確保・向上 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ʴẔӢ   
  

 

第２章 

施策の方向性１ 
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施策１ 相談支援体制の充実 

 
 

一人一人のニーズに応じた障害福祉サービス等の利用につなげ、障害者等の地域におけ

る自立と社会生活を支援するため、基幹相談支援センターが中心となり、関係機関や事業

者等との連携強化、地域全体の相談支援のスキルアップ、地域生活支援拠点（面的整備型）

の支援体制づくりに取り組みます。 

また、障害者等とその家族が抱える複合的な課題を解決するため、保健・医療・福祉に

かかわる多機関が連携を図る包括的な相談支援体制を構築します。 

 

＜主な取組＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

取組名 取組内容

(1) 相談支援の利用促進

　障害に関するあらゆる相談に対応して適切な支援につなげる
ため、保健所等複合施設内に拠点として集約した基幹相談支援
センター、子ども発達支援センター、精神障害者地域活動支援
センター「ポケット中央」が、支援会議等を通じて関係機関や
事業者などと密接な連携を図り、相談支援体制のさらなる充実
に取り組みます。
　また、各センターの機能や役割について、引き続き広報紙や
ホームページへの掲載、講演会等の機会を捉えて、分かりやす
い周知に努め、利用の促進を図ります。

(2)
基幹相談支援センター
の機能の充実

　相談支援の中核機関である基幹相談支援センターが、相談支
援事業所間のネットワークを活用して、引き続き地域全体の相
談支援のスキルアップに取り組みます。
　また、地域生活支援拠点（面的整備型）のコーディネーター
の役割を担い、区内の福祉関係事業者などに対する助言、専門
的な研修会、人材育成、事例検討会などを通じて障害者の地域
生活を支える支援体制づくりを進めます。

(3)
相談支援包括化のため
の多機関連携強化

　各相談支援機関や区の関係部署で受けた複合的な相談や地域
福祉コーディネーター・生活支援コーディネーターからつなげ
られたケースについて、世帯全体の課題として受け止め、中核
となる組織が調整を行い、各相談支援機関が積極的に連携して
支援を行うことができる体制を構築します。
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子ども家庭 

支援センター 

障害者福祉課（福祉事務所を含む） 

障害者介護給付費等 

支給審査会 
虐待通報・相談窓口※ ケースワーカー 

福祉センター 

精
神
障
害
者
地
域
活
動
支
援
セ
ン
タ
ー 

「
ポ
ケ
ッ
ト
中
央
」 

 

基
幹
相
談
支
援
セ
ン
タ
ー 

保
健
所
・
保
健
セ
ン
タ
ー 

子
ど
も
発
達
支
援
セ
ン
タ
ー 

教育 

センター 

 

学校・ 

幼稚園 

保育園・ 

こども園 

特定相談支援事業所 

 

障害児相談支援事業所 

成年後見支援センター 

「すてっぷ中央」 

障害者就労 

支援センター 

中央区社会福祉協議会 

お
と
し
よ
り
相
談
セ
ン
タ
ー 

地域ささえあい課 

（地域福祉コーディネーター、生活支援コーディネーター） 

※ 障害者虐待については、関係機関等から障害者福祉課へ連絡を受けています。 
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施策２ 生活を支えるサービス等の充実 

 
 

障害者が安心して日常生活や社会生活を送れるように、一人一人にあったサービスの提

供に努めるとともに、サービス内容や仕組みなどについて、分かりやすい情報提供・発信

の充実を図ります。 

また、生活介護事業において重度障害者に対する適切な支援を提供するとともに、高齢

障害者や高次脳機能障害者など障害特性に応じたサービスの充実を図ります。 

さらに、新型コロナウイルスをはじめとする感染症予防・対策については、必要なサー

ビスの提供が継続できるよう、適切な情報提供・共有などにより関係機関との連携を強化

するとともに、サービス提供体制の確保に努めます。 

 

＜主な取組＞ 

 

 

  

取組名 取組内容

(1)
在宅サービス等の
情報提供の充実

　必要とする在宅サービスなどの情報が利用者へ確実に届くよ
う、窓口案内を配布するとともに、広報紙やホームページ等に
おいて視覚障害や聴覚障害などの障害特性に配慮した情報提供
に取り組みます。
　また、障害者が個々のニーズに応じた良質なサービスを選択
できるよう、障害福祉サービスなどの情報をホームページに分
かりやすく掲載するなど、情報提供の充実を図ります。

(2)
自立生活を支援する
サービスの充実

　障害者の自立した生活を支援するため、居宅介護などの在宅
サービス等の活用により、一人暮らしの生活面における助言や
支援の充実を図ります。
　また、移動支援事業の活用により、個々の障害者の状況や
ニーズに応じて外出や余暇活動などの社会参加を一層促進する
取組を進めます。

(3)
高齢障害者の介護保険
サービスの円滑な利用
促進

　高齢障害者が地域で安心して暮らせるよう、おとしより相談
センターと特定相談支援事業所などが連携を強化し、介護保険
サービスと障害福祉サービスを適切に組み合わせた支援を行っ
ていきます。
　また、65歳に達するまで長期間障害福祉サービスを受けて
いた一定の高齢障害者を対象に、利用者負担を軽減する制度を
活用しながら介護保険サービスの円滑な利用を促進します。
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＜主な取組＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

取組名 取組内容

(4)
障害者の通所事業の
充実

　特別支援学校を卒業する重度障害者が通所する福祉センター
の生活介護において、今後も増加が見込まれる強度行動障害者
や医療的ケアが必要な重症心身障害者などに対する適切な支援
を提供するため、専門的な研修への派遣や医療機関との連携な
どを通じて、職員のスキルの向上に取り組みます。

(5)
高次脳機能障害者の
支援事業の充実

　脳の病気や交通事故などによる脳損傷の後遺症としてさまざ
まな症状を抱える高次脳機能障害者を支援するため、当事者と
家族の交流会を開催し、個別の相談に対応するとともに、広く
区民の理解と支援が得られるよう、普及啓発に取り組みます。
　また、関係機関と事業者などによるネットワークの強化を図
り、当事者の症状やニーズに応じて機能訓練や専門機関などの
適切な支援につなげる取組を推進します。
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施策 3 育ちを支えるサービス等の充実 

 
 

育ちに支援が必要な子どもや障害がある児童が、健やかに成長し、家族とともに安心し

て暮らせるよう、児童発達支援や放課後等デイサービスなどの通所支援の充実を図るとと

もに、家族の介護負担を軽減するためレスパイト事業を推進します。 

また、重症心身障害児や医療的ケア児が身近な地域で必要な支援が受けられるよう、関

係機関による支援体制づくりに取り組むとともに、医療的ケア児等コーディネーターが対

象児童の早期把握に努め、多分野にまたがる支援を切れ目なくつなげる仕組みづくりを進

めます。 

 

＜主な取組＞ 

 

 

  

取組名 取組内容

(1) 障害児通所支援の充実

　地域の療育拠点である子ども発達支援センターが、育ちに支
援が必要な子どもの成長に合わせたきめ細かな支援を提供する
ため、児童発達支援において柔軟なクラス編成や療育内容の充
実を図ります。
　また、放課後等デイサービスと保育所等訪問支援について
は、登録する児童・生徒の発達や障害の特性を踏まえて、利用
しやすい通所支援となるよう、充実に取り組みます。

(2) 重症心身障害児の支援

　重症心身障害児が身近な地域で児童発達支援や放課後等デイ
サービスなどの通所支援が受けられるよう、支援体制の充実に
取り組みます。
　また、介護者である家族に対しては、看護師を派遣して医療
的ケア等を一定時間代行する「重症心身障害児（者）在宅レス
パイト事業」を通じて介護負担を軽減します。

(3)
医療的ケア児等支援の
ための関係機関の連携

　重症心身障害児や医療的ケア児が身近な地域で必要な支援を
受けられるよう、保健・医療・障害福祉・保育・教育などの関
係機関が、自立支援協議会「医療的ケア児等支援連携部会」に
おいて、対象者数やニーズなどの情報の共有化を図り、連携を
行う支援体制づくりに取り組みます。

(4)
医療的ケア児等の早期
把握と成長に合わせた
支援

　子ども発達支援センターの「医療的ケア児等コーディネー
ター」が、対象児童の出生や転出入、成長に伴う障害の変化な
どについて定期的に情報を集約し、支援が必要な重症心身障害
児や医療的ケア児の早期把握に努めます。
　また、多分野にまたがる支援を子どもの成長や発達に合わせ
て切れ目なくつなげる仕組みづくりについて検討を進めます。
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【子ども発達支援センターで実施する事業】 

●こどもの発達相談 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

このようなご相談をお受けし、お子さんの発達状況に応じて、心理面接、個別療育（理学療法、

作業療法、言語療法）、集団療育や児童精神科などの専門相談を活用し、継続的な支援を行います。 

対象者 ０歳から高校生までのお子さん ※新規相談は、原則として就学前までのお子さん 

日 時 平日 午前９時～午後５時まで 

●保育園巡回相談 

相談員が、保育所、認定こども園などを訪問し、在園するお子さんの発達状況についての助言を

行います。 

●児童発達支援（幼児室） ※ 

小グループでの遊びや課題を通して、基本的生活習慣、運動機能や人と関わる力を育てます。幼

稚園や保育園という大きな集団でも、意欲や自信を持って適応できるよう支援します。 

●保育所等訪問支援 ※ 

集団生活に課題のあるお子さんについて、相談員が、保育所、幼稚園、認定こども園、小学校、特

別支援学校などを訪問し、お子さんが集団生活に適応できるよう専門的な支援を行います。 

●放課後等デイサービス ※ 

小学生から高校生までの障害児の放課後や夏休みなどの居場所づくりの支援を行います。 

●障害児相談支援 

障害福祉サービスを利用する障害児または保護者に対し、支援計画を作成し、情報提供や関係機

関との連絡調整などを行います。 

※ 障害児通所支援の支給決定を受けた方が対象となります。 

子ども発達支援センター ゆりのき 

子ども発達支援センターは、育ちに支援を必要とするお子さんやご家族の相談をお受け

し、お子さんの発達状況に応じて、さまざまな支援を行う地域の療育の拠点です。 

通園・通学先が替わっても、お子さんへの適切な支援が一貫して継続されるよう、保健・

福祉・教育をつなぐ「中央区育ちのサポートシステム」の中心的役割を担い、すべての子

どもたちののびやかな育ちを応援します。 

なかなかひとり歩きしない 

友だちとうまく関われない 

こだわりが強い 
興味関心にかたよりがある 

主治医や通園先の先生に 
療育を勧められた 

動作がぎこちなかったり 
とても不器用 

ことばが遅い 
発音がはっきりしない 
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施策 4 安心して住み続けるための支援の充実 

 
 

障害者等が障害の重度化や高齢になっても住み慣れた地域で安心して住み続けられる

よう、地域の生活の場となるグループホームの拡充や地域生活支援拠点の取組を推進しま

す。 

また、施設入所者や精神障害者が病院から安心して地域生活に移行できるよう、関係機

関が連携を図りながら、地域生活を支える体制の強化を推進します。 

 

＜主な取組＞ 

 

 

 

  

取組名 取組内容

(1)
地域生活支援拠点の
充実

　基幹相談支援センターをはじめ、障害者支援施設や障害福祉
サービス事業所などが分担して機能を担う地域生活支援拠点
（面的整備型）の登録事業者を各連絡会を通じて募るなど、取
組の充実を図ります。さらに、相談や居住支援のための機能を
集約した多機能拠点整備型の整備に取り組みます。

(2) 居住支援体制の充実

　親元から自立した障害者や施設などから地域へ戻った障害者
の地域生活を関係機関や障害福祉サービス事業者などが連携し
て支えるため、基幹相談支援センターのコーディネート機能を
強化し、居住支援体制の充実を図ります。

(3) グループホームの充実

　社会福祉法人やＮＰＯ法人などが設置・運営するグループ
ホームに対し、引き続き整備費や運営費の助成を行い、居住の
場の確保と安定的な運営の支援に取り組みます。
　また、これまでの知的障害者や精神障害者に加え、障害者の
重度化・高齢化にも対応したグループホームの整備について、
検討を進めます。

(4)
精神障害者支援の
ための関係機関の連携

　長期入院をしている精神障害者の退院を促進し、地域での生
活を支えるため、地域の医療機関・保健所・保健センター・障
害者福祉課・精神障害者地域活動支援センター「ポケット中
央」などの関係機関が連携を図りながら、自立支援協議会「地
域移行・地域定着部会」において、ピアサポートの活用を推進
するための体制整備など「精神障害にも対応した地域包括ケア
システム」の構築に向けた協議を進めます。
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地域生活支援拠点とは 

障害者とその介護者の高齢化や「親亡き後」を見据え、住み慣れた地域で安心して暮らせる

ための居住支援機能を備えた地域生活支援拠点等は、第６期障害福祉計画・第２期障害児福祉

計画の基本指針において、整備期限が令和５（2023）年度末までに延長されました。本区に

おいては面的整備型の整備に取り組み、登録業者も増加しています。 
 

（１）求められる機能 

① 相談（地域移行・親元からの自立等） 

② 体験の機会・場（一人暮らし・グループホーム等） 

③ 緊急時の受け入れ・対応（ショートステイの利便性・対応力の向上等） 

④ 専門性（人材の確保・養成、連携等） 

⑤ 地域の体制づくり（サービス拠点、コーディネーターの配置等） 
 

（2）整備手法 

① 面的整備型：地域における複数の機関が分担して機能を担う体制 

② 多機能拠点整備型：グループホームまたは障害者支援施設に併設して機能を付加した拠点 

 

 中央区における地域生活支援拠点（面的整備型） 

【区役所】 

・調整 

・虐待通報・相談窓口専用電話 

① 相談（夜間休日の緊急時受付） 

【日中活動サービス事業所・ 

グループホーム等】 

② 体験の機会・場 

【相談支援事業所・ 

基幹相談支援センター】 

① 相談（居住支援等） 

④ 専門性 

⑤ 地域の体制づくり 

【レインボーハウス明石】 

③ 緊急時の受け入れ・ 

対応 

④ 専門性 

【地域および関係機関・ 

障害福祉サービス事業所】 

④ 専門性 

⑤ 地域の体制づくり 

一人暮らし 親との同居 

個々の機関が有機的な連携の下に支援していきます。 
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施策 5 サービスの質の確保・向上 

 
 

利用者が良質な障害福祉サービス等を利用できるよう、サービス提供事業者への支援や

指導、福祉サービス第三者評価の受審促進などを通じてサービスの質の確保・向上を図り

ます。 

また、基幹相談支援センターによるネットワークづくりを通じて、サービス提供事業者

間の連携強化を支援します。 

 

＜主な取組＞ 

 

 

 

 

 

取組名 取組内容

(1)
サービス事業者の支援
・指導の強化

　障害福祉の各サービス事業者の実地指導検査を実施し、事業
所の運営や良質なサービスの提供などに関して指導・助言を行
います。

(2)
第三者評価、指定管理
者評価等によるサービ
スの質の向上

　指定管理者による施設運営の状況を毎年度評価し、評価結果
を今後の施設運営に反映させることにより利用者サービスの向
上を図ります。
　また、福祉サービス第三者評価の受審費用の助成により、引
き続き事業者の受審を促進します。

(3)
サービス提供事業者間
ネットワークの構築・
支援

　相談支援の中核を担う基幹相談支援センターが、相談支援事
業所などとの連絡会や事例検討会、権利擁護や障害者差別解消
法の講演会などを通じて、障害福祉サービスを提供する事業者
間の連携強化に取り組みます。
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         個性豊かに輝ける環境づくり 

 

 

だれもが個性豊かに輝けることができるように、育ちの支援、就労支援、多様な活動へ

の参加支援を行います。 

一人一人の障害特性やニーズ、適性や能力に応じた就労に向けた支援を行うとともに、

生涯学習、文化芸術活動、スポーツ活動など、障害者が多様な活動に参加できる機会の確

保や参加しやすい環境づくりなどに取り組みます。 

また、「育ちのサポートシステム」を推進し、育ちに支援を必要とする子どもたちが、

早期から適切な支援を受けられ、通園・通学先が替わっても、その支援が切れ目なく一貫

して継続される体制づくりを進めます。 

 

 

【施策の方向性２の各施策】 

施策６ 就労支援の充実 

施策７ 多様な活動の機会確保や参加の支援 

施策８ 育ちのサポートシステムの推進 
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施策の方向性２ 
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施策 6 就労支援の充実 

 
 

障害者の福祉施設から一般就労への移行と就労定着を進めるために、障害者就労支援セ

ンターを中心とした関係機関の連携の強化を図るとともに、障害者を雇用する企業に対し

て、障害の理解や職場での配慮などの普及啓発に努めます。 

また、一般企業に雇用されることが困難な障害者の自立を促進するため、区の事務事業

において障害者就労施設等からの優先調達を推進します。 

 

＜主な取組＞ 

   
取組名 取組内容

(1)
一般就労への移行の
促進

　障害者が地域で自立した生活が営めるよう、障害者就労支援
センターの専任コーディネーターが、障害特性や一人一人の
ニーズ、適性や能力に応じた就労面と生活面のきめ細かな支援
を一体的に提供するとともに、「障害者雇用促進法」の趣旨を
踏まえ、事業者の障害者雇用における合理的配慮や働きやすい
環境整備について助言を行います。
　また、障害者の就労機会の拡充を図るため、区内の障害者就
労支援事業所ネットワークをはじめ、ハローワークや障害者雇
用に取り組む企業などと「就労パスポート」の活用についても
検討しながら連携を進めます。

(2) 就労定着支援の推進

　障害者が喜びと生きがいを持って働き続けられるよう、これ
までの障害者就労支援センターの職場定着支援に加え、就労面
と就労に伴う生活面の課題に対応するため、就労定着支援事業
を実施する新規事業者の参入を呼びかけ、企業や家族との連絡
調整などの支援の充実に取り組みます。

(3) 障害者優先調達の推進

　障害者就労施設等で就労する障害者の自立を促進するため、
区の物品等の契約に際し障害者就労施設等からの調達を推進す
るとともに、発注機会を増やせるよう区の関係部署にも働きか
けて、調達先と業務の履行期間や供給可能量、仕様や規格など
の調整に取り組みます。
　また、区内の障害者就労施設等で製作する自主製品の販売機
会の拡充に取り組みます。
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施策 7 多様な活動の機会確保や参加の支援 

 
 

障害者の社会参加を促進し、生涯を通じて、学習や文化活動、スポーツ活動などの多様

な活動に参加できるよう、障害の有無にかかわらず参加できる機会の確保、参加しやすい

環境づくりなどを推進します。 

 

＜主な取組＞ 

 

  
取組名 取組内容

(1)
障害者の生涯学習活動
の推進

　障害者の生涯学習活動や文化芸術活動を支援するため、講座
やサークル活動などの場において、手話通訳者の派遣や移動支
援の活用など、障害の有無にかかわらず共に学べる環境づくり
を推進します。
　また、福祉センター主催の講習・講座において、障害特性や
ニーズなどを踏まえたプログラムの充実を図り、参加を促進す
るとともに、知的障害者の生涯学習の場である「中央区かえで
学級」において、自立して生きていく力を身につけるための学
習機会の提供を引き続き行います。

(2)
利用しやすい図書館
の整備

　図書館のバリアフリー化を推進するとともに、障害などによ
り印刷文字による読書が困難な方や、図書館に来館することが
困難な方に対して、録音図書の貸出、さまざまな情報を点字や
音声データなどで提供するサピエ図書館の利用、点字による刊
行物の貸出、郵送貸出などを引き続き推進します。

(3)
障害者のスポーツ活動
の推進

　スポーツ施設のバリアフリー化など誰もが利用しやすい環境
づくりを推進するとともに、障害者スポーツ体験会などのイベ
ントの機会を通じて、障害者のスポーツ活動への参加を促進し
ます。
　また、障害者スポーツのスポーツ指導者の育成を図ります。
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施策 8 育ちのサポートシステムの推進 

 
 

育ちに支援を必要とする子どもが早期から成長に合わせた適切な支援が受けられるよ

う、地域の療育拠点「子ども発達支援センター ゆりのき」が子どもにかかわる関係機関

と連携し、支援情報などを円滑に引き継ぎながら、ライフステージに応じた切れ目のない

一貫した支援を提供する「育ちのサポートシステム」を推進します。 

 

＜主な取組＞ 

   
取組名 取組内容

(1)
子 ど も 発 達 支 援 セン
ターを中心とした支援
体制の確立

　地域の療育拠点「子ども発達支援センター ゆりのき」が中
心となり、子どもの発達や育ちに関する総合的な相談を受け、
適切な療育につなげるとともに、保健・福祉・教育などの関係
機関が連携してライフステージに応じた切れ目のない一貫した
支援を提供する体制を確立するため、「育ちのサポートシステ
ム」を推進します。

(2)
発達支援に携わる職員
のスキルアップ

　子ども発達支援センターの療育の現場において、発達障害に
精通した学識経験のあるアドバイザーから、育ちに支援を必要
とする子どもの支援方法や困難事例への対応などについて助言
を得ることで職員のスキルアップを図ります。
　また、支援に携わる職員（教員、保育士などを含む）が発達
障害に対する理解と認識を深め、円滑に連携が図れるよう、合
同研修を実施し、地域の支援力を向上させます。

(3)

個別の教育支援計画・
「育ちのサポートカル
テ」を活用した切れ目
のない支援

　育ちに支援を必要とする子どもの発達特性に応じた適切な支
援を提供するため、保護者と保健・医療・福祉・教育などの関
係機関が連携して｢育ちのサポートカルテ」（支援情報等）を
作成し、就学などの切り替え時に支援の一貫性が途切れないよ
う、子ども発達支援センターのコーディネーターが連絡調整を
図りながら、カルテの円滑な引き継ぎを行っていきます。
　また、個別の教育支援計画と「育ちのサポートカルテ」を共
通のツールとして位置付け、幼児期から高校生まで一貫した支
援を推進します。
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＜主な取組＞ 

   
取組名 取組内容

(4)
早期発見・早期支援
の充実

　保健所・保健センターが実施する乳幼児健診や健診後の経過
観察の場に、子ども発達支援センターの保健コーディネーター
や臨床心理士を派遣する「ゆりのき連携発達相談」を通じて、
支援の必要な子どもを直接把握し、早期支援につなげます。
　また、臨床心理士などが区内の保育所やこども園などを巡回
し、在園の育ちに支援を必要とする子どもの対応や発達に関す
る相談に応じて、必要な助言を行います。

(5)
発達障害に対する理解
の促進

　家庭や地域における発達障害に対する理解を促進するため、
リーフレットの配布やホームページへの掲載、講演会の開催な
どを通じて、障害特性や支援方法などの正しい知識の普及に取
り組みます。
　また、「育ちのサポートカルテ」を普及させ、円滑な運用を
図るため、定期的に保護者向けの説明会と教職員等の研修会を
開催します。
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         だれもが共に暮らせるまちづくり 

 

 

「障害者差別解消法」が目的とする、全ての国民が、かけがえのない個人として尊重さ

れ、障害の有無によって分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重し合いながら

共生する社会（共生社会）の実現を目指します。 

そのため、共生社会の趣旨について幅広く区民や事業者に普及啓発を図るとともに、地

域の中で障害のある人も含め、だれもが触れ合い交流する場や機会の拡充を図り、心のバ

リアフリーを推進します。 

また、障害者が尊厳と権利を守られ安全・安心に生活できるよう、障害者の権利擁護と

虐待防止の取組を推進するとともに、災害時や緊急時の障害者の安全・安心の確保に向け

た取組、物理的なバリアフリー、情報のバリアフリーの推進によるユニバーサルデザイン

のまちづくりに取り組みます。 

 

【施策の方向性３の各施策】 

施策 ９ 障害者の権利擁護と虐待防止 

施策 10 心のバリアフリーの推進 

施策 11 安全・安心なまちづくりの推進 

 

 

  

施策の方向性３ 

ヘルプカード 

ヘルプカードは手助けを必要とする人

と手助けをする人を結びつけます 

【ヘルプカードとは】 

障害のある方の中には、自分から「困っている」となかなか伝えられない方がいます。 

ヘルプカードは障害のある方が災害時や日常生活の中で困ったときに、周囲に手助けを求めるた

めに普段から身につけているカードです。 
 

【障害のある方が困っていたら】 

・「どうしましたか」、「何かお手伝いすることはありますか」と声をかけてください。 

（相手に伝わっているかを確認しながらゆっくり話しかけてください。） 

・「ヘルプカード」を提示されたら、カードに書いてある内容に沿った手助けや緊急連絡先への連絡

などをお願いします。 
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施策 9 障害者の権利擁護と虐待防止 

 
 

判断能力に不安を抱える障害者等の高齢化や親亡き後を見据え、権利や財産を将来にわ

たって守り地域で安心して生活を続けられるように、区と中央区社会福祉協議会成年後見

支援センター「すてっぷ中央」が連携して、権利擁護支援事業や成年後見制度の利用促進

を図ります。 

また、「虐待通報・相談窓口」の周知を図るとともに、区民・事業者などへ虐待防止の

重要性についての普及啓発に取り組み、障害者の虐待防止を推進します。 

 

＜主な取組＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

取組名 取組内容

(1)
権利擁護支援事業の
推進

　成年後見支援センター「すてっぷ中央」において、権利擁護
支援事業に係る情報提供、相談への対応、利用の手続、利用料
支払の援助などのサービスを提供します。

(2)
成年後見制度の利用
促進

　区と成年後見支援センター「すてっぷ中央」が連携し、成年
後見制度の普及啓発、適時・適切な成年後見制度の利用促進、
法人後見の実施検討などを行います。

(3)
地域連携ネットワーク
の構築

　法律・福祉の専門職団体、関係機関などが連携して本人や後
見人などを支えるチームに対して必要な支援ができる体制を強
化するため、地域連携ネットワークを構築します。

(4) 障害者虐待防止の推進

　障害者福祉課が中心となり、虐待通報・相談窓口専用電話で
24時間365日の通報・相談対応を行うとともに、保健・医
療・福祉・警察などの関係機関が連携を図りながら、虐待防
止、早期発見、発生時の適切な対応などの総合的取組を推進し
ます。
　また、虐待防止の重要性について広報紙やホームページ、パ
ンフレットなどによる普及啓発を通じて、幅広く区民・事業者
などの理解を促進します。
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成年後見制度は、認知症、知的障害、精神障害などの理由で判断能力が不十分なため、不

動産や預貯金などの財産を管理したり、身のまわりの世話のために介護などのサービスや

施設への入所に関する契約を結んだりすることが難しい人を後見人等が代理し、財産を管

理したり必要な契約を締結したりして本人を法律的に支援する制度です。 

成年後見制度は、大きく分けると「法定後見制度」と「任意後見制度」の２つがありま

す。 

法定後見制度は、既に判断能力が不十分となっているときに、家庭裁判所に申立てをす

ることにより、家庭裁判所によって選ばれた成年後見人が、本人を代理して財産や権利を

守り、本人を保護・支援する制度です。法定後見は、判断能力の程度など本人の事情に応じ

て、「後見」「保佐」「補助」の３つに分かれています。 

任意後見制度は、本人が十分な判断能力があるうちに、将来、判断能力が不十分な状態

になった場合に備えて、あらかじめ自らが選んだ代理人（任意後見人）に、自分の生活、療

養看護や財産管理に関する事務について代理権を与える契約（任意後見契約）を結んでお

く制度です。 

後　見 保　佐 補　助

対象者
判断能力が
全くない人

判断能力が著しく
不十分な人

判断能力が
不十分な人

申立てが
できる者

同意又は取り消
すことができる
行為

原則として全ての法律
行為
（日常生活に関する行
為を除く。）

借金、相続の承認など
民法第13条第１項に規
定する行為のほか、裁
判所が定める行為
（日常生活に関する行
為を除く。）

申立てにより裁判所が
定める行為
（民法第13条第１項に
規定する行為の一部に
限る。日常生活に関す
る行為を除く。）

代理することが
できる行為

原則として全ての法律
行為

申立てにより裁判所が
定める行為

申立てにより裁判所が
定める行為

本人、配偶者、４親等内の親族、区市町村長等
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令和２（2020）年２月から、学識経験者、医師、弁護士、相談支援機関、民生・児童委

員等で構成される「中央区成年後見制度利用促進検討委員会」を設置し、成年後見制度利用

促進計画の策定に向けた施策の方向性や取組等について検討を行い、「成年後見制度利用促

進計画に盛り込むべき施策の方針」をまとめました。 

方針では、「中央区成年後見制度利用促進計画」は障害者計画等に包含するものと位置付

けるとともに、当該計画に盛り込むべき施策の体系を次のとおりまとめました。 

 



 

97 

第
２
部 

施策 10 心のバリアフリーの推進 

 
 

障害の有無や性別、年齢にかかわらず、だれもが互いの人格と個性を尊重し、支えあい

ながら暮らす共生社会の実現に向けて、福祉教育や地域との交流を通じた心のバリアフリ

ーを促進するとともに、障害者差別解消に取り組みます。 

また、地域における障害者理解を深め、障害者の社会参加を促進するために、障害者福

祉団体への支援や連携を推進します。 

 

＜主な取組＞ 

 

 

 

 

 

  

取組名 取組内容

(1) 障害者差別解消の推進

　地域における共生社会の実現に向けて、区の事務事業におい
て障害を理由とする差別の解消と合理的配慮の提供に取り組み
ます。
　また、区民や事業者の理解を促進するため、リーフレットの
配布や講演会の開催など、さまざまな機会を通じて普及啓発を
推進します。

(2)
障害と障害者の理解の
ための意識啓発

　「障害者サポートマニュアル」の配布や「ヘルプマーク・ヘ
ルプカード」の普及啓発、さらには、福祉センターにおける作
業訓練の一環として作成したモザイク平板を区施設へ設置する
ことなどを通じて、障害と障害者に対する区民の理解を促進し
ます。

(3)
「健康福祉まつり」等
による地域交流の促進

　多くの区民が集う「健康福祉まつり」をはじめ、福祉セン
ターやレインボーハウス明石が町会などと協働して開催する施
設行事、また、地域の行事や花壇ボランティア活動などへ障害
者が参加することを通じて、地域の人々との触れ合いと交流を
促進し、「心のバリアフリー」を推進します。

(4)
障害者福祉団体との
連携

　地域の障害者理解を深め、障害者の社会参加を促進するた
め、障害者福祉団体の活動を支援するとともに、障害者福祉施
策の充実に向けて、連携・協力を推進します。
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～誰もが安心して暮らせる思いやりのあるまちをめざして～ 

障害者差別解消法 

この法律では、国・都道府県・市区町村などの役所や、会社やお店などの事業者が、障害のある人

に対して、正当な理由なく、障害を理由として、サービスの提供を拒否したり、制限したり、条件を

つけたりする「不当な差別的取扱い」を禁止しています。 

また、障害のある人から、社会の中にあるバリアを取り除くために何らかの配慮が必要と伝えら

れたとき、負担が重すぎない範囲で対応する「合理的配慮の提供」を求めています。 

 

 

 

 

 

 

※平成 30（2018）年 10 月 1 日施行の「東京都障害者への理解促進及び差別解消の推進に関す

る条例」では、「努力義務」ではなく「義務」とされています。 

どんな法律なの？ 

対象となる「障害のある人」とは 

障害者基本法で定められている、身体障害、知的障害、精神障害（発達障害を含む）、その他の心や

体のはたらきに障害がある人で、障害や社会の中にあるバリアによって、継続的に日常生活や社会生

活に相当な制限を受けている人です。障害者手帳を持っていない人も含まれます。 

障害者差別解消法（正式名称：障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律）では、障害のある

人もない人もお互いにその人らしさを認め合いながら、共に生きる社会をつくることを目指していま

す。 

この法律は、役所や会社、お店などを対象としていますが、誰もが暮らしやすい社会をつくるために

は、地域で暮らす皆さん一人一人に障害に対する理解を深めていただくことが求められています。 

不当な差別的取扱い 合理的配慮の提供

役所
（国・地方公共団体）

してはいけない しなければならない

民間事業者
（会社・お店など）

してはいけない するように努める※
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施策 11 安全・安心なまちづくりの推進 

 
 

災害時や緊急時の障害者の安全・安心が確保できるよう、「災害時地域たすけあい名簿」

の周知を図るとともに、関係機関や事業所と連携し福祉避難所の体制整備に努めます。 

また、障害者が安心して地域で暮らし、積極的に社会参加できるよう、「中央区福祉の

まちづくり実施方針 2011」に基づき、公共施設や歩道のバリアフリー化、だれもが情報

にアクセスできる情報バリアフリー化の充実を図り、ユニバーサルデザインのまちづくり

を推進します。 

 

＜主な取組＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

取組名 取組内容

(1)
災害時の支援体制の
充実

　災害時に自力で避難したり生活することが困難な方を「災害
時地域たすけあい名簿」に登録し、災害に備えて避難支援等関
係者に本人の同意がある方の名簿情報をあらかじめ提供しま
す。この名簿情報などを活用した支援体制の充実に向けて引き
続き防災区民組織等の地域とともに取り組みます。
　また、一般避難所において生活が困難な方のために福祉避難
所の整備を引き続き行います。

(2)
情報バリアフリーの
強化

　点字や声の広報などによる分かりやすい情報提供に努めると
ともに、特に支援を必要とする人に対し、手話や筆談などの伝
達方法に配慮した情報提供を行います。
　また、誰もがいつでも必要とする情報に簡単にたどりつけ、
手軽に利用できるよう情報アクセシビリティを強化します。

(3)
人にやさしい空間
づくり

　障害者を含む全ての人が安全かつ快適に施設を利用し、社会
参加できるよう、公共施設などの建築物・公共交通機関・道
路・公園・公衆便所などのバリアフリー化を進めます。
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(第 6 期中央区障害福祉計画・ 
第 2 期中央区障害児福祉計画) 

 

第３部 
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    成果目標 

 

 

   第６期中央区障害福祉計画・第２期中央区障害児福祉 

計画の成果目標 
 

本計画の基本理念、国の「障害福祉計画及び障害児福祉計画に係る基本指針」、地域の

実情を踏まえ、第６期中央区障害福祉計画・第２期中央区障害児福祉計画における障害福

祉サービス等および障害児通所支援等の提供体制の確保に係る成果目標を次のように設

定します。 
 

(1) 福祉施設の入所者の地域生活への移行 

 

①施設入所者のうち、地域生活への移行に関する目標 

令和元（2019）年度末時点の施設入所者数※72 人のうち、令和５（2023）年度末ま

でに地域生活に移行する人数を３人とすることを本区の成果目標として設定します。 

 

Њ Ӣ Њ ὑ ˲ Њ Ӣ

Ẇ Њ ˲ ד  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

②施設入所者数に関する目標 

令和元（2019）年度末時点の施設入所者数は 72 人となっていますが、令和５（2023）

年度末時点において 72 人を維持することを本区の成果目標として設定します。 
 
 
 

  

 

第１章 

1 

Ι

˲

˲

̉ᴇϷ ₴↓ Њ

̉ᴇ ₴↓ Њ

Ι

˲

˲

̉ᴇϷ ₴↓ Њ

̉ᴇ ₴↓ ᷂Ḣ
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(2) 地域生活支援拠点等の整備 

 

①地域生活支援拠点等の整備および運用状況の検証 

国の基本指針では、令和５（2023）年度末までに地域生活支援拠点等を各市町村に  

１カ所以上整備することを定めています。また、地域生活支援拠点等の機能の充実のため、

年１回以上運用状況の検証および検討を実施することを定めています。 

以上に従って、本区における成果目標を設定します。 
 
 
 
 
 
 
 
 

(3) 福祉施設から一般就労への移行等 

 

①一般就労への移行者数 

令和５（2023）年度の一般就労への移行者数を 12 人とすることを、本区の成果目標

として設定します。 

なお、一般就労への移行者数 12 人のうち、就労移行支援事業の利用者を８人、就労継

続支援 A 型事業の利用者を３人、就労継続支援 B 型事業の利用者を１人とすることを成

果目標とします。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Ι

₴ ᶥ̉ᴇ ₴↓ ᶥ

̉ᴇϷ ₴↓ ᷂Ḣ ρ

̉ᴇ ₴↓ ᷂Ḣ ρ

Ι

˲

˲

Ι

̉ᴇϷ ₴↓ ʝ ᾦҥ ˲

̉ᴇ ₴↓ ʝ ᾦҥ
˲

̉ᴇϷ ₴↓ ʝ ᾦҥ ˲

̉ᴇ ₴↓ ʝ ᾦҥ
˲

̉ᴇϷ ₴↓ ʝ ᾦҥ ˲

̉ᴇ ₴↓ ʝ ᾦҥ
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̉ᴇϷ ₴↓ ʝ ᾦҥ
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②就労定着支援事業を利用する者の数 

国の基本指針では、令和５（2023）年度の就労移行支援事業等を通じて一般就労に移

行する者のうち、70％が就労定着支援事業を利用することを定めています。 

以上に従って、本区における成果目標を設定します。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

③就労定着率が８割以上の就労定着支援事業所の割合 

国の基本指針では、令和５（2023）年度において、区内の就労定着支援事業所のうち、

就労定着率が 80％以上の事業所を全体の 70％以上とすることを定めています。 

以上に従って、本区における成果目標を設定します。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

④区市町村障害者就労支援事業利用による一般就労者数 

国の成果目標とは別に、令和５（2023）年度の東京都の独自事業である「区市町村障

害者就労支援事業※」を利用して一般就労した人数の目標を設定します。 

本区においては、「中央区障害者就労支援センター」事業が該当します。利用者につい

ては、センターの利用登録した方が対象となります。 
 

ᾦҥ ρ ḹ ḹὑ

₡ ֗ ̝ ʣⱳ  
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(4) 障害児支援の提供体制の整備等 

 

①児童発達支援センターの設置数 

国の基本指針では、令和５（2023）年度末までに、児童発達支援センターを各市町村

に少なくとも１カ所以上設置することを定めていますが、本区では既に平成 30（2018）

年度に「子ども発達支援センター ゆりのき」を開設しています。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

②保育所等訪問支援を利用できる体制 

国の基本指針では、令和５（2023）年度末までに、保育所等訪問支援を利用できる体

制の整備が定められていますが、本区では平成 27（2015）年度から体制を整備してい

ます。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

③重症心身障害児を支援する児童発達支援事業所の数 

国の基本指針では、令和５（2023）年度末までに、主に重症心身障害児を支援する児

童発達支援事業所を各市町村に少なくとも１カ所以上確保することを定めていますが、本

区では既に子ども発達支援センターにおいて児童発達支援事業（集団療育）を実施してい

ます。 
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④重症心身障害児を支援する放課後等デイサービス事業所の数 

国の基本指針では、令和５（2023）年度末までに、主に重症心身障害児を支援する放

課後等デイサービス事業所を各市町村に少なくとも１カ所以上確保することを定めてい

ますが、本区では既に１事業所を確保しています。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

⑤医療的ケア児支援のための関係機関の協議の場の設置およびコーディネー 

ターの配置 

国の基本指針では、令和５（2023）年度末までに、保健、医療、障害福祉、保育、教

育等の関係機関が連携を図るための協議の場の設置が定められていますが、本区では既に

協議の場を「医療的ケア児等支援連携部会」として設置しています。 

また、国の基本指針では、令和５（2023）年度末までに、医療的ケア児等に関するコ

ーディネーターの配置が定められていますが、本区では既に子ども発達支援センターに配

置しています。 
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(5) 相談支援体制の充実・強化等 

 

国の基本指針では、令和５（2023）年度末までに、基幹相談支援センターなどの総合

的・専門的な相談支援の実施および地域の相談支援体制の強化を実施する体制を確保する

ことが定められています。 

本区では既に基幹相談支援センターにおいて総合的・専門的な相談支援を実施している

とともに、関係機関・相談支援事業所との連携によって地域の相談支援体制の強化を図っ

ています。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(6) 障害福祉サービス等の質を向上させるための取組に係る体制の構築 

 

国の基本指針では、利用者が真に必要とする障害福祉サービス等を提供していくため、

令和５（2023）年度末までに障害福祉サービス等の質を向上させるための取組を実施す

る体制を構築することが定められています。 

本区では、障害福祉サービス等提供事業所に対する指導検査体制を構築しており、障害

者自立支援審査支払等システムの審査結果などを踏まえ、質の向上に取り組んでいます。 
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   活動指標の設定 
 

国の「障害福祉計画及び障害児福祉計画に係る基本指針」では成果目標の設定と合わせ

て、目標の達成に向けて定期的な状況確認を行うための活動指標の設定が求められていま

す。 

本区における取組や国の基本指針などを踏まえて、以下の活動指標を設定します。 

 

(1) 精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの構築 

 

本区では、精神障害者が地域の中で安心して生活できるよう、地域の医療機関、保

健所・保健センターや障害者福祉課、精神障害者地域活動支援センター「ポケット中

央」など区内関係機関が連携して支援を行う「精神障害にも対応した地域包括ケアシ

ステム」の構築に向けて、自立支援協議会「地域移行・地域定着部会」において協議

を行っています。 

このため、活動指標として、関係者による協議の場の開催回数や参加者数などを設

定するとともに、精神障害者の地域移行、地域定着を進めるため、相談支援、居住系

サービスの利用者数の見込量を設定します。 

 

①保健、医療および福祉関係者による協議の場の開催回数 

自立支援協議会「地域移行・地域定着部会」における、重層的な連携による支援体

制を構築するために必要となる、保健、医療および福祉関係者による協議の場の１年

間の開催回数を設定します。 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

１ 

 

第２章 
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②保健、医療および福祉関係者による協議の場への関係者の参加者数 

自立支援協議会「地域移行・地域定着部会」（保健、医療および福祉関係者による協

議の場）への保健、医療、福祉、当事者および家族等の関係者の参加者数を設定しま

す。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

③保健、医療および福祉関係者による協議の場における目標設定に対する 

評価の実施回数 

自立支援協議会「地域移行・地域定着部会」（保健、医療および福祉関係者による協

議の場）における目標設定に対する評価の実施回数を設定します。 
 
 
 
 
 
 
 

④精神障害者の相談支援、居住系サービスの利用者数 

入院中の精神障害者の地域移行を見込んで、相談支援、居住系サービスの利用者数

の見込量を設定します。 
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(2) 相談支援体制の充実・強化のための取組 

 

一層の相談支援体制の充実・強化を図るために、総合的・専門的な相談支援の実施

状況や、相談支援事業所への支援件数等を設定します。 

 

①総合的・専門的な相談支援 

基幹相談支援センターの機能強化を図るとともに、引き続き総合的・専門的な相談

支援を実施することの有無を設定します。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

②地域の相談支援体制の強化 

基幹相談支援センターによる地域の相談支援事業者への専門的な指導・助言、人材

育成の支援件数、相談機関との連携強化のための連絡会の回数を設定します。 
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(3) 障害福祉サービス等の質を向上させるための取組 

 

障害福祉サービス等の質を向上させるための取組として、障害福祉サービス等に係

る各種研修への参加人数や、障害者自立支援審査支払等システムによる審査結果の共

有の状況などについて設定します。 

 

①障害福祉サービス等に係る各種研修の活用 

障害福祉サービス等の質の向上に向けて、東京都が実施する障害福祉サービス等に

係る研修への中央区職員の参加人数を設定します。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

②障害者自立支援審査支払等システムによる審査結果の共有 

障害福祉サービス等の質の向上に向けて、障害者自立支援審査支払等システムによ

る審査結果を分析するとともに、その結果について、指導検査を通じて区と障害福祉

サービス事業所等が共有する体制の有無と回数を設定します。 
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    サービス見込量および確保のための方策 

 

   サービス見込量の基本的考え方 
 

国の基本指針に基づき、第５期中央区障害福祉計画・第１期中央区障害児福祉計画の進

捗状況および目標値の達成度の分析・評価、サービス利用実績を基礎とし、令和元（2019）

年度の中央区障害者（児）実態調査などで把握したニーズを見込むとともに、人口推計に

よる増加率等を勘案し、サービスの必要見込量を推計します。 

Ḍ ◙ ̉ᴇ2020 ₴↓ ὕ ᾜ ὑ

◙ ᾍꜘ  
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   サービスの全体像 
 

障害者総合支援法と児童福祉法に基づくサービスの全体像は次のとおりです。 

 

 ὡ ֻ Ѓ Ћ̱ϑ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 

自立支援給付 

 

 

障害児入所支援給付費 
 
○福祉型障害児入所施設 

○医療型障害児入所施設 

 

 

 

自立支援医療費 
 
○更生医療 

○育成医療 

○精神通院医療 

 

補装具 

 

 

児童福祉法 

 

 

障害者総合支援法 

 

 
障害児通所支援給付費 

 
○児童発達支援 

○放課後等デイサービス 

○医療型児童発達支援 

○保育所等訪問支援 

○居宅訪問型児童発達支援 

 

障害福祉サービス 
 
■介護給付費 

○居宅介護（ホームヘルプ） 
○重度訪問介護 
○同行援護 
○行動援護 
○重度障害者等包括支援 
○短期入所（福祉型・医療型） 
○療養介護 
○生活介護 
○施設入所支援 

 
■訓練等給付費 

○自立訓練 
（機能訓練・生活訓練） 
○就労移行支援 
○就労継続支援（A 型・B 型） 
○就労定着支援 
○自立生活援助 
○共同生活援助 
（グループホーム） 

障
害
者
（
児
） 

  

高額障害児通所給付費 

 

 

相談支援 
 
■計画相談支援給付費 

○サービス利用支援 

○継続サービス利用支援 

■地域相談支援給付費 

○地域移行支援 

○地域定着支援 

 

 

 

地域生活支援事業 
 
○理解促進研修・啓発事業 ○自発的活動支援事業 

○相談支援事業 ○成年後見制度利用支援事業 

○成年後見制度法人後見支援 ○意思疎通支援事業 

事業 ○日常生活用具給付等事業 

○手話奉仕員養成研修事業 ○移動支援事業 

○地域活動支援センター機能強化事業 

○その他任意事業 

高額障害福祉サービス等給付費 

 

 

特定障害者特別給付費 

 

 

療養介護医療費 

 

 

障害児相談支援給付費 
 
○障害児支援利用援助 

○継続障害児支援利用援助 

 

 

 高額障害児入所給付費 
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   障害福祉サービスおよび障害児福祉サービスの一覧 
 

本計画で見込量を設定するサービスは、次のとおりです。なお、実績（116 ページ以

降）については、平成 30（2018）年度から令和元（2019）年度までは年間利用実績、

令和２（2020）年度は４月～８月の利用実績を基に算出しています。 
 

 ὡ ʝ   
 

 

３ 

̱ Ѓ

ᾱὁ˺

↓ ᵂ˺

ֿ

Ҳ

↓ ὡ Ӌ

˺

ᾦҥ

ᾦҥ Ḍ

ᾦҥ Ḍ

ᾦҥὑ

˺

Њ Ḍ ӣ Ḍ

Ҟ

Вֿ Ҟ

Њ

᷂Ḣ

᷂Ḣὑ

Ѓ

ӣ ḌЃ

♥

ͪ ᵂ

ᾱὁ ᵂḌЃ

ὡЃ

ӣ Ѓ ᾍ ѝ

ὡЃ

    (P131)

ὡ

↓ ̱ʥ

₡ ˺ ὡ

ὡ
Ѓ

ᵂ

    (P116)

ʴ Ҳ

    (P119)

ᾱ̮

    (P124)

    (P126)

ὡЃ

    (P128)



 

116 

   障害福祉サービスの実績と見込量の設定 
 

障害福祉サービスの各サービスの実績を掲載するとともに、各サービスの見込量と見込

量確保のための方策を示しています。 
 

(1) 訪問系サービス 

 

訪問系サービスには、居宅介護、重度訪問介護、同行援護、行動援護、重度障害者等包

括支援のサービスがあります。 
 

①居宅介護（ホームヘルプ） 

居宅において、①入浴や排せつ、食事等の介護、②調理や洗濯、掃除等の家事、③生活

等に関する相談・助言等の生活全般にわたる援助を行います。 
 

サービスの見込量 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

̉ᴇ 2020 ₴↓  

 

②重度訪問介護 

重度の肢体不自由者で常に介護を必要とする人に、居宅等において、①入浴や排せつ、

食事等の介護、②調理や洗濯、掃除等の家事、③生活等に関する相談・助言等の生活全般

にわたる援助と外出時における移動中の介護を総合的に行います。 
 

サービスの見込量 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

̉ᴇ 2020 ₴↓   

４ 

H29 H30

Ι 156 167 172 177 174 180 186

ὕ Ι 142 160 151 168

91.0% 95.8% 87.8% 94.9%

Ι 3,930 4,487 4,621 4,755 4,142 4,285 4,428

ὕ Ι 3,379 3,516 3,872 3,782

86.0% 78.4% 83.8% 79.5%

₴↓

ὕ˲

H29 H30

Ι 3 6 6 6 10 10 10

ὕ Ι 5 7 10 10

166.7% 116.7% 166.7% 166.7%

Ι 1,000 1,200 1,200 1,200 2,679 2,679 2,679

ὕ Ι 1,150 1,422 2,061 2,679

115.0% 118.5% 171.8% 223.3%

₴↓

ὕ˲
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③同行援護 

視覚障害のため移動が著しく困難な障害者（児）等に対して、外出時の同行により移動

に必要な情報を提供するとともに、移動の援護、排せつや食事の介護等の必要な援助を行

います。 
 

サービスの見込量 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

̉ᴇ 2020 ₴↓  

 

④行動援護 

障害者（児）が行動する際に生じ得る危険を回避するために必要な援護、外出時におけ

る移動中の介護、排せつや食事の介護等の必要な援助を行います。 
 

サービスの見込量 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

̉ᴇ 2020 ₴↓  

 

  

H29 H30

Ι 21 24 25 26 18 18 18

ὕ Ι 19 18 18 19

90.5% 75.0% 72.0% 73.1%

Ι 646 624 650 676 443 443 443

ὕ Ι 495 412 443 217

76.6% 66.0% 68.2% 32.1%

ὕ˲

₴↓

H29 H30

Ι 2 4 5 5 10 11 12

ὕ Ι 3 6 7 9

150.0% 150.0% 140.0% 180.0%

Ι 80 240 300 300 1,314 1,445 1,577

ὕ Ι 360 759 1,034 1,200

450.0% 316.3% 344.7% 400.0%

₴↓

ὕ˲
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⑤重度障害者等包括支援 

重度障害者に対し、居宅介護、重度訪問介護、同行援護、行動援護、生活介護、短期入

所、共同生活援助、自立訓練、就労移行支援や就労継続支援を包括的に行います。 
 

サービスの見込量 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

̉ᴇ 2020 ₴↓  

 

【訪問系サービスの見込量確保のための方策】 

訪問系サービスについては、見込量を確保するため、サービスの利用状況を注視し

つつ、民間事業者等と連携してサービス提供体制を確保していくとともに、事業者へ

の指導・助言を通じて、良質なサービス提供に努めます。 

なお、重度障害者等包括支援については、サービスを提供する事業者が区内になく、

利用実績もない状況が続いています。 

H29 H30

Ι 1 0 0 1 0 0 1

ὕ Ι 0 0 0 0

0.0% 0.0% 0.0% 0.0%

Ι 420 0 0 420 0 0 420

ὕ Ι 0 0 0 0

0.0% 0.0% 0.0% 0.0%

₴↓

ὕ˲
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(2) 日中活動系サービス 

 

日中活動系サービスには、生活介護、自立訓練（機能訓練）、自立訓練（生活訓練）、

就労移行支援、就労継続支援（Ａ型）、就労継続支援（Ｂ型）、就労定着支援、療養介

護、短期入所（福祉型）、短期入所（医療型）のサービスがあります。 
 

①生活介護 

障害者支援施設等において、常時介護を要する障害者等に対して、主に昼間におけ

る①入浴や排せつ、食事等の介護、②調理や洗濯、掃除等の家事、③生活等に関する

相談・助言、④創作的活動または生産活動の機会の提供等の必要な援助を行います。 
 

サービスの見込量 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

̉ᴇ 2020 ₴↓  

 

②自立訓練（機能訓練） 

身体障害者等に対して、通所または居宅訪問によって、理学療法、作業療法等のリ

ハビリテーションや生活に関する相談・助言等の必要な支援を行います。 
 

サービスの見込量 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

̉ᴇ 2020 ₴↓  

H29 H30

Ι 5 8 8 8 1 1 1

ὕ Ι 6 1 1 1

120.0% 12.5% 12.5% 12.5%

Ι 21 49 49 49 18 18 18

ὕ Ι 41 9 18 11

195.2% 18.4% 36.7% 22.4%

₴↓

ὕ˲

├

H29 H30

Ι 74 106 110 115 100 103 105

ὕ Ι 71 81 97 98

95.9% 76.4% 88.2% 85.2%

Ι 1,447 2,109 2,189 2,288 1,956 2,015 2,054

ὕ Ι 1,391 1,584 1,895 1,744

96.1% 75.1% 86.6% 76.2%

₴↓

ὕ˲

├
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③自立訓練（生活訓練） 

知的障害者や精神障害者に対して、通所または居宅訪問によって、入浴や排せつ、

食事等の自立した日常生活を営むために必要な訓練、生活に関する相談・助言等の必

要な支援を行います。 
 

サービスの見込量 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

̉ᴇ 2020 ₴↓  

 

④就労移行支援 

就労を希望する 65 歳未満の障害者等で、一般の事業所に雇用されることが可能と

見込まれる人に対して、生産活動、職場体験等の機会の提供、就労に必要な知識や能

力の向上のために必要な訓練、求職活動に関する支援、その適性に応じた職場の開拓、

就職後における職場への定着のために必要な相談・助言等の支援を行います。 
 

サービスの見込量 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

̉ᴇ 2020 ₴↓  

H29 H30

Ι 15 31 33 35 29 30 31

ὕ Ι 29 28 24 28

193.3% 90.3% 72.7% 80.0%

Ι 279 530 564 599 462 478 493

ὕ Ι 453 460 377 424

162.4% 86.8% 66.8% 70.8%

₴↓

ὕ˲

├

H29 H30

Ι 8 6 6 6 5 5 5

ὕ Ι 5 6 5 5

62.5% 100.0% 83.3% 83.3%

Ι 160 95 95 95 47 47 47

ὕ Ι 59 63 47 30

36.9% 66.3% 49.5% 31.6%

ὕ˲

├

₴↓
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⑤就労継続支援（Ａ型） 

企業等に就労することが困難な 65 歳未満の障害者等に対して、雇用契約に基づき、

生産活動の機会の提供、就労に必要な知識や能力の向上のための訓練等の支援を行い

ます。 
 

サービスの見込量 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

̉ᴇ 2020 ₴↓  

 

⑥就労継続支援（Ｂ型） 

年齢、心身の状態等の事情により、一般の事業所に雇用されることが困難な障害者

等や、就労移行支援によっても一般の事業所に雇用されるに至らなかった障害者等に

対して、生産活動の機会の提供、就労に必要な知識や能力の向上のための訓練等の支

援を行います。 
 

サービスの見込量 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

̉ᴇ 2020 ₴↓  

H29 H30

Ι 98 102 104 106 106 108 110

ὕ Ι 98 104 104 102

100.0% 102.0% 100.0% 96.2%

Ι 1,718 1,673 1,706 1,738 1,640 1,671 1,702

ὕ Ι 1,546 1,639 1,548 1,286

90.0% 98.0% 90.7% 74.0%

ὕ˲

├

₴↓

H29 H30

Ι 15 17 17 17 15 16 17

ὕ Ι 13 14 13 15

86.7% 82.4% 76.5% 88.2%

Ι 313 330 330 330 276 295 313

ὕ Ι 247 256 234 241

78.9% 77.6% 70.9% 73.0%

ὕ˲

├

₴↓
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⑦就労定着支援 

就労支援等のサービスを受けていた障害者等に対して、就労定着に向けた支援（企

業・家族との連絡調整や生活面の支援等）を行います。平成 30（2018）年度からの

サービスです。 
 

サービスの見込量 
 
 
 
 
 
 
 

̉ᴇ 2020 ₴↓  

 

⑧療養介護 

病院において日常生活上の世話等の常時介護が必要な障害者等に対して、主に昼間

における機能訓練、療養上の管理、看護、医学的管理下における介護や日常生活上の

支援を行います。また、療養介護のうち医療に係るものについては、療養介護医療を

行います。 
 

サービスの見込量 

 
 
 
 
 
 

̉ᴇ 2020 ₴↓  

 

  

H29 H30

Ι - 10 11 13 14 16 18

ὕ Ι - 4 9 12

- 40.0% 81.8% 92.3%

├˲

₴↓

H29 H30

Ι 16 15 15 15 17 17 17

ὕ Ι 15 16 16 17

93.8% 106.7% 106.7% 113.3%

ὕ˲

₴↓
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⑨短期入所（福祉型・医療型） 

居宅において生活する障害者（児）等の介護者が疾病等の理由で日常の支援を行え

ない際に、障害者支援施設等への短期間の入所をすることにより、入浴や排せつ、食

事の介護等の必要な支援を行います。 
 

サービスの見込量 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

̉ᴇ 2020 ₴↓  

 

【日中活動系サービスの見込量確保のための方策】 

日中活動系サービスについては、引き続きサービス提供事業者との連携・調整によ

り、見込量の確保に努めます。 

また、福祉センターでは、重度心身障害者（医療的ケアが必要な方を含む）への対

応を強化するため、研修への派遣や医療機関との連携などを通じて、職員のスキルの

向上に取り組みます。 

就労移行支援や就労定着支援等については、区内で提供する事業者数が少ないため、

事業者参入の呼びかけや情報提供を行うなど、サービス提供体制の確保に努めます。 

 

H29 H30

Ι 22 27 28 29 17 18 19

ὕ Ι 19 26 16 15

86.4% 96.3% 57.1% 51.7%

Ι 260 230 238 247 154 163 172

ὕ Ι 193 190 156 109

74.2% 82.6% 65.5% 44.1%

₴↓

ὕ˲

├
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(3) 居住系サービス 

 

居住系サービスには、自立生活援助、共同生活援助（グループホーム）、施設入所支

援のサービスがあります。 
 

①自立生活援助 

障害者支援施設やグループホーム等から一人暮らしへの移行を希望する障害者等

に対して、本人の意思を尊重した地域生活を支援するため、一定の期間にわたり、定

期的な巡回訪問や随時の対応により、相談・助言等を行います。平成 30（2018）年

度からのサービスです。 
 

サービスの見込量 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

̉ᴇ 2020 ₴↓  

 

②共同生活援助（グループホーム） 

地域で共同生活を営むことができる障害者等に対して、主に夜間における共同生活

を営む住居において相談等の日常生活上の援助を行います。 
 

サービスの見込量 

 
 
 
 
 
 

̉ᴇ 2020 ₴↓  

H29 H30

Ι 54 58 61 63 70 72 74

ὕ Ι 58 60 62 68

107.4% 103.4% 101.6% 107.9%

ὕ˲

₴↓

H29 H30

Ι - 3 3 3 3 3 3

ὕ Ι - 0 0 1

- 0.0% 0.0% 33.3%

Ι - 48 48 48 72 72 72

ὕ Ι - 0 0 18

- 0.0% 0.0% 37.5%

ὕ˲ ₴

├ ₴

₴↓
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③施設入所支援 

施設に入所する障害者等に対し、主に夜間における入浴や排せつ、食事等の介護、

生活等に関する相談・助言等の日常生活上に必要な支援を行います。 
 

サービスの見込量 

 
 
 
 
 
 

̉ᴇ 2020 ₴↓  

 

【居住系サービスの見込量確保のための方策】 

施設入所支援については、施設入所者の高齢化や障害の重度化といった状況を踏ま

えつつ、現行のサービス提供体制を確保した上で、成果目標に掲げる施設入所者の地

域移行の取組を進めます。 

自立生活援助、共同生活援助については、地域移行が見込まれる施設入所者や入院

中の精神障害者の人数を把握しつつ、新たに利用が見込まれる人数を踏まえて、サー

ビス提供体制の確保に努めていきます。 

また、共同生活援助については、グループホーム運営事業者に対する家賃助成によ

る運営支援を行うとともに、障害者の重度化・高齢化にも対応したグループホームの

整備も含め、今後ともグループホームの確保に向けた取組を進めます。 

H29 H30

Ι 72 73 72 71 72 72 72

ὕ Ι 72 72 71 70

100.0% 98.6% 98.6% 98.6%

₴↓

ὕ˲
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(4) 相談支援 

 

相談支援には計画相談支援、地域移行支援、地域定着支援のサービスがあります。 
 

①計画相談支援 

サービス等利用計画についての相談や作成等の支援が必要と認められる場合に、障

害者（児）等が自立した生活を営むうえで、抱えている課題の解決や適切なサービス

の利用に向けて、ケアマネジメントによるきめ細かな支援を行います。 

障害福祉サービスまたは地域生活支援を利用する障害者（児）等については、特定

相談支援事業所・障害児相談支援事業所がサービス等利用計画案または障害児支援利

用計画案を作成し、この計画案を勘案して支給決定を受けることができます。この計

画については、区が定める一定期間ごとに計画の見直し（モニタリング）を行います。 
 

サービスの見込量 

 
 
 
 
 
 

̉ᴇ 2020 ₴↓ Ι ὕ˲ ὕ Ι ├˲  

 

②地域移行支援 

入所施設や精神科病院等からの退所・退院にあたって支援を必要とする人に対して、

個別住居の確保や地域における生活に移行するための活動に関する相談、外出の際の

同行、障害福祉サービス（生活介護、自立訓練、就労移行支援、就労継続支援）の体

験的な利用支援、体験的な宿泊支援等を行います。 

第６期は、成果目標の福祉施設から地域に移行する人数に、精神障害者の地域移行支援

の利用人数を加えた数を見込量として設定します。 

 

サービスの見込量 

 
 
 
 
 
 

̉ᴇ 2020 ₴↓  

  

H29 H30

Ι 17 2 2 3 2 2 2

ὕ Ι 0 1 1 1

0.0% 50.0% 50.0% 33.3%

ὕ˲ ₴

₴↓

H29 H30

Ι 378 580 615 650 932 1,003 1,079

ὕ Ι 862 880 995 866

228.0% 151.7% 161.8% 133.2%

├˲ ₴

₴↓
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③地域定着支援 

入所施設や精神科病院から退所・退院した人、家族との同居から一人暮らしに移行

した人、地域での生活が不安定な人などに対して、常時の連絡体制を確保し、障害の

特性に起因して生じた緊急の事態等に必要な支援を行います。 

第６期は、入所施設や精神科病院から退所・退院した人の地域定着を進めていくこ

とから、一定の利用を見込みます。 
 

サービスの見込量 

 
 
 
 
 
 

̉ᴇ 2020 ₴↓  

 

【相談支援の見込量確保のための方策】 

計画相談支援は、今後とも障害者等の増加に伴い、利用も大幅に増えることが予想

されることから、見込量を確保するため、区内で開設する新たな特定相談支援事業所

や障害児相談支援事業所の確保に努めるとともに、既存事業所に対して相談員の増員

を働きかけます。 

また、入所施設や精神科病院から退所・退院する人の地域移行・地域定着を進める

ため、相談関係機関が連携を図りながら、地域生活に対する意向や希望の把握に努め、

精神障害者地域活動支援センター「ポケット中央」等が実施する地域相談支援（地域

移行支援・地域定着支援）につなげていきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ὡ ᷂Ḣ Ҳ ʴẔ   

H29 H30

Ι 10 1 2 2 2 2 2

ὕ Ι 0 0 0 0

0.0% 0.0% 0.0% 0.0%

ὕ˲ ₴

₴↓
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   障害児福祉サービスの実績と見込量の設定 
 

障害児福祉サービスの各サービスの実績を掲載するとともに、各サービスの見込量と見

込量確保のための方策を示しています。 
 

(1) 障害児通所支援等 

 

障害児通所支援等には、児童発達支援、医療型児童発達支援、放課後等デイサービ

ス、保育所等訪問支援、居宅訪問型児童発達支援のサービスがあります。 
 

①児童発達支援 

未就学の障害児が児童発達支援センターなどの施設に通所し、日常生活における基

本的な動作の指導や集団生活への適応訓練等を行います。 
 

サービスの見込量 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

̉ᴇ 2020 ₴↓  

 

②医療型児童発達支援 

肢体不自由があり、理学療法等の機能訓練または医学的管理下での支援が必要と認

められた未就学の障害児に対し、日常生活における基本的な動作の指導、知識技能の

付与、集団生活への適応訓練等を行うとともに、身体の状況により治療も行います。 
 

サービスの見込量 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

̉ᴇ 2020 ₴↓   

５ 

H29 H30

Ι 1 3 3 3 3 3 3

ὕ Ι 1 1 1 0

100.0% 33.3% 33.3% 0.0%

Ι 5 7 7 7 7 7 7

ὕ Ι 3 4 2 0

60.0% 57.1% 28.6% 0.0%

ὕ˲

├

₴↓

H29 H30

Ι 23 57 60 62 124 172 238

ὕ Ι 60 87 117 110

260.9% 152.6% 195.0% 177.4%

Ι 106 427 450 465 901 1,249 1,728

ὕ Ι 431 631 860 857

406.6% 147.8% 191.1% 184.3%

₴↓

ὕ˲

├
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③放課後等デイサービス 

在学中の障害児に対して、放課後や夏休みなどの長期休暇中において、生活能力向

上のための訓練等を継続的に提供することにより、学校教育と相まって自立を促進す

るとともに、放課後等の居場所づくりを行います。 
 

サービスの見込量 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

̉ᴇ 2020 ₴↓  

 

④保育所等訪問支援 

保育園、幼稚園、認定こども園、小学校、特別支援学校等に通う障害児が、集団生

活の適応のための支援を必要とする場合に、訪問支援員がその施設を訪問し、専門的

な支援等を行います。 
 

サービスの見込量 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

̉ᴇ 2020 ₴↓  

 

  

H29 H30

Ι 54 11 12 13 12 12 12

ὕ Ι 43 58 34 12

79.6% 527.3% 283.3% 92.3%

Ι 54 30 33 36 12 12 12

ὕ Ι 49 62 37 12

90.7% 206.7% 112.1% 33.3%

ὕ˲ ₴

├ ₴

₴↓

H29 H30

Ι 45 122 132 142 179 215 257

ὕ Ι 119 146 174 169

264.4% 119.7% 131.8% 119.0%

Ι 218 1,410 1,525 1,635 2,003 2,405 2,875

ὕ Ι 1,323 1,686 1,896 1,751

606.9% 119.6% 124.3% 107.1%

ὕ˲

├

₴↓
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⑤居宅訪問型児童発達支援 

重度の障害等により外出が著しく困難な障害児に対し、居宅を訪問して日常生活に

おける基本的な動作の指導や生活能力向上のために必要な訓練を行います。平成 30

（2018）年度からのサービスです。 
 

サービスの見込量 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

̉ᴇ 2020 ₴↓  

 

【障害児通所支援等の見込量確保のための方策】 

児童発達支援および放課後等デイサービスについては、引き続きサービス提供事業

者との連携・調整により、見込量の確保に努めるとともに、新たな事業者の参入の呼

びかけを行うなどにより、サービス提供体制の確保に努めます。 

重症心身障害児や医療的ケア児等向けの児童発達支援については、子ども発達支援

センターが提供していますが、引き続きニーズ等を適切に把握し、サービス提供体制

の充実を図ります。 

  

H29 H30

Ι - 1 1 1 2 2 2

ὕ Ι 1 0 1 2

- 0.0% 100.0% 200.0%

Ι - 12 12 12 19 19 19

ὕ Ι 9 0 9 19

- 0.0% 75.0% 158.3%

ὕ˲

├

₴↓
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(2) 障害児相談支援 

 

①障害児相談支援 

障害児支援利用計画についての相談や作成等の支援が必要と認められる場合に、障

害児が自立した生活を営むうえで、抱えている課題の解決や適切なサービスの利用に

向けて、ケアマネジメントによるきめ細かな支援を行います。 
 

サービスの見込量 

 
 
 
 
 
 

̉ᴇ 2020 ₴↓ Ι ὕ˲ ὕ Ι ├˲  

 

②医療的ケア児に対する関連分野の支援を調整するコーディネーターの配置 

医療的ケア児が、地域において必要な支援を円滑に受けることができるよう、保健・

医療・福祉等の各関連分野の支援を調整する医療的ケア児等コーディネーターを子ど

も発達支援センターに配置します。 
 

サービスの見込量 

 
 
 
 

 ἧ Ỗ ϼ ὡЃ ˗ ӣ Ѓ  ˲

̉ᴇ 2020 ₴↓  

 

【障害児相談支援の見込量確保のための方策】 

障害児相談支援は、利用者の増加が見込まれることから、見込量を確保するため、

今後とも事業者の確保に努めるとともに、既存事業所に対して相談員の増員を働きか

けます。 

医療的ケア児等コーディネーターは、対象児童に関する情報集約を行うとともに、

重症心身障害児や医療的ケア児の早期把握・早期支援に努めます。 

₴↓ H30

˲ 1

ὕ

H29

ὕ Ι

H29 H30

Ι 111 280 300 320 842 882 918

ὕ Ι 633 929 977 816

570.3% 331.8% 325.7% 255.0%

├˲ ₴

₴↓
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   地域生活支援事業の一覧 
 

本計画で見込量を設定する事業は次のとおりです。なお、実績（133 ページ以降）

については、平成 30（2018）年度から令和元（2019）年度までは年間の利用実

績、令和２（2020）年度は４月～８月の利用実績を基に算出しています。 
 

 ᷂Ḣ ˗ ʝ   
 

 

６ 

̱ Ѓ

ὡ ˗

Ӳ ̝

Ḩ℅ ▌ӓ˗

̮ὁЊᾱ ˗ ᾱ̮ ˗

˗

˺ Е

Е

᷀ὁ Е

Ḹ ד Е

Е

ᾱὁ Ҳ̸ Ҟ Е ̮ὁ ʹ

Ήѩ Ḍ

ʰ Ḍ

᷂Ḣ Ҳ Ḍ

᷂Ḣ Ҳ Ḍ

ᵂЊ

ᾦ ↓ ̂

ʴʝ

Ҳ Ё ֝♬ Ҟ

₡ Е ̂
˗

    (P139)

Ҳ ˗
    (P142)

̀ ̑ ˗
      (P144)

˗

͝ ʹ ᵃ ˗

Ҳ ˗

ד ˗
    (P137)

₴♥ Ѱ↓ ˲♥ ˗

₴♥ Ѱ↓ѫ ˗

Ạ˿ᴣ ʹ˗

˗
    (P134)

᷂Ḣ Ҳ
▌ӓ˗

     (P143)
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   地域生活支援事業の実績と見込量の設定 
 

地域生活支援事業の各事業の見込量を設定するとともに、見込量確保のための方策を示

しています。 
 

(1) 理解促進研修・啓発事業 

 

障害者（児）等が日常生活や社会生活を営む上で生じる「社会的障壁」を除去する

ため、障害者（児）等の理解を深める研修・啓発を通じて地域住民への働きかけを強

化することにより、共生社会の実現を図ります。 
 

サービスの見込量 
 
 
 
 
 
 

 

【見込量確保のための方策】 

中央区健康福祉まつりとレインボーハウス明石「なないろ祭」が対象です。感染症

拡大防止を考慮して、目的に沿う効果的な啓発事業の検討や継続実施をしていきます。 

 

(2) 自発的活動支援事業 

 

障害者（児）等が自立した日常生活や社会生活を営むことができるよう、障害者（児）

等による地域における自発的な取組を支援します。 
 

サービスの見込量 
 
 
 
 
 
 

 

【見込量確保のための方策】 

障害者就労支援センター「２５２５（ニコニコ）ドットコム」を対象事業とし、こ

れからも障害者等が自発的に行う公益的な活動の支援を継続していきます。 

７ 

H29 H30

Ι 2 1 1 1 1 1 1

ὕ Ι 1 1 1 1

50.0% 100.0% 100.0% 100.0%

₴↓

H29 H30

Ι 2 2 2 2 2 2 2

ὕ Ι 2 2 2 2

100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

₴↓
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(3) 相談支援事業 

 

①障害者相談支援事業 

障害者（児）等やその家族等からの相談に応じ、必要な情報の提供等や、権利擁護

のために必要な援助を行うことにより、障害者（児）等が自立した日常生活と社会生

活を営むことができるよう支援していきます。 
 

サービスの見込量 

 
 
 
 
 
 

 

②自立支援協議会 

相談支援事業を効果的に実施するためには、地域において障害者（児）等を支える

ネットワークの構築が不可欠であることから、区が相談支援事業を実施するにあたり、

学識経験者、民生・児童委員、医療・福祉関係団体や支援機関の代表者等で構成する協議

会を設置し、中立・公平な相談支援事業の実施のほか、地域の関係機関の連携強化、

社会資源の開発・改善等を推進します。 
 

サービスの見込量 

 
 
 
 

 

  

H29 H30

Ι 1 1 1 1 1 1 1

ὕ Ι 1 1 1 1

100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

₴↓

₴↓ H30

ὕ

ὕ Ι

H29

ὕ
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③基幹相談支援センター等機能強化事業 

基幹相談支援センターは、地域における相談支援の中核的な役割を担う機関として、

障害者（児）等とその家族等に対して、総合的な相談支援を行います。基本的な役割

としては、①総合相談・専門相談、②権利擁護・虐待防止、③地域相談支援体制の強

化の取組、④地域移行・地域定着の取組があります。機能強化の取組として、専門的

職員の配置や地域の相談支援事業者への専門的指導・助言をはじめとした地域の相談

支援体制の強化、地域移行・地域定着促進の取組を行います。 
 

サービスの見込量 

 
 
 
 
 
 

 

④住宅入居等支援事業（居住サポート事業） 

賃貸契約による一般住宅（公営住宅および民間の賃貸住宅）への入居を希望してい

て、保証人がいないなどの理由により入居が困難な障害者等に対し、入居に必要な調

整等に係る支援を行うとともに、家主等への相談・助言を通じて障害者等の地域生活

を支援します。 
 

サービスの見込量 

 
 
 
 
 

 

【見込量確保のための方策】 

障害者（児）等のニーズに応じた障害福祉サービス等の適切な提供につなげるため、

基幹相談支援センターが相談支援の中核的機関として、関係機関との連携強化や区内

の相談支援事業所への専門的な支援等を行うなど、地域の相談支援体制のさらなる充

実、強化を図ります。 

また、自立支援協議会を活用し、障害者施策の課題解決に向けた協議の内容を障害

福祉サービスや支援体制等の整備に反映していくことで、本区の地域特性に応じた障

害福祉の充実を図ります。 

さらに、障害者等の住まいの確保を支援するための取組について、令和４（2022）

年度からの実施に向け検討します。 

H29 H30

Ι 1 1 1 1 1 1 1

ὕ Ι 1 1 1 1

100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

₴↓

ὕ Ι

₴↓
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(4) 成年後見制度利用支援事業 

 

知的障害者または精神障害者が成年後見制度を利用することで適切な障害福祉サ

ービス等の提供が受けられると認められる場合に、利用を支援することによって障害

者の権利擁護を図ります。この事業は、中央区社会福祉協議会成年後見支援センター

「すてっぷ中央」において実施しています。 
 

サービスの見込量 

 
 
 
 

 

【見込量確保のための方策】 

成年後見制度利用支援事業については、「中央区成年後見制度利用促進計画」を踏ま

えた上で、基幹相談支援センターが中央区社会福祉協議会成年後見支援センター「す

てっぷ中央」と連携し、本事業の利用を支援していきます。 

 

(5) 成年後見制度法人後見支援事業 

 

成年後見制度における後見等の業務を適正に行うことができる法人を確保できる

体制を整えるとともに、法人後見の活動を支援することで、障害者の権利擁護を図り

ます。 
 

サービスの見込量 

 
 
 
 
 

 

【見込量確保のための方策】 

成年後見制度法人後見支援事業については、ニーズの把握に努めながら、「中央区成

年後見制度利用促進計画」に基づき、中央区社会福祉協議会成年後見支援センター「す

てっぷ中央」と連携し、令和５（2023）年度からの実施に向け検討します。 

₴↓ H30

ὕ

ὕ Ιὕ

H29

ὕ Ι

₴↓
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(6) 意思疎通支援事業 

 

聴覚、言語機能、音声機能の障害により意思疎通が困難な障害者（児）に対して、

手話通訳者、要約筆記者の派遣等を行うことで、意思疎通の円滑化を図ります。 

 

①手話通訳者派遣 

聴覚障害者等に対する手話通訳者の派遣や、区が主催する行事などへの手話通訳者

の配置を行います。 
 

サービスの見込量 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

̉ᴇ 2020 ₴↓  

 

②要約筆記者派遣 

聴覚障害者等に対する要約筆記者の派遣や、区が主催する行事等への要約筆記者の

配置を行います。 
 

サービスの見込量 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

̉ᴇ 2020 ₴↓  

H29 H30

Ι 20 21 22 23 21 21 21

ὕ Ι 20 22 20 14

100.0% 104.8% 90.9% 60.9%

Ι 61 64 66 69 65 65 65

ὕ Ι 62 74 60 35

101.6% 115.6% 90.9% 50.7%

├˲

₴↓

H29 H30

Ι 4 5 6 6 4 4 4

ὕ Ι 4 4 3 1

100.0% 80.0% 50.0% 16.7%

Ι 16 19 21 23 11 11 11

ὕ Ι 12 13 9 1

75.0% 68.4% 42.9% 4.3%

₴↓

├˲
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③手話通訳者設置事業 

区役所に来所する聴覚障害者等に対し、手話通訳者が対応を行います。 
 

サービスの見込量 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

【見込量確保のための方策】 

手話通訳者や要約筆記者派遣のニーズは、今後も見込まれるものの、区の登録手話

通訳者は高齢化などにより減少傾向にあるため、持続的な供給体制の整備に努めます。 

また、現行のサービス提供体制を維持しつつ、手話奉仕員養成研修事業を行うなど、

登録手話通訳者の確保を進めます。 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 ʴẔӢβ∆   

H29 H30

Ι 1 1 1 1 1 1 1

ὕ Ι 1 1 1 1

100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

₴↓
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(7) 日常生活用具給付等事業 

 

障害者（児）等に対し、自立生活支援用具等の日常生活用具を給付または貸与する

ことにより、日常生活の便宜を図ることを目的としています。 
 

①介護・訓練支援用具 

特殊寝台、特殊マットなどの障害者等の身体介護を支援する用具や障害児が訓練に

用いる椅子などを給付します。 
 

サービスの見込量 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

̉ᴇ 2020 ₴↓  

 

②自立生活支援用具 

入浴、食事、移動等の障害者（児）等の自立生活を支援する用具を給付します。 
 

サービスの見込量 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

̉ᴇ 2020 ₴↓  

 

③在宅療養等支援用具 

電気式たん吸引器、視覚障害者用体温計等の障害者（児）等の在宅療養を支援する

用具を給付します。また、令和３（2021）年度より、在宅人工呼吸器使用者に対し、

自然災害等による停電に対応するため、自家発電装置等を給付します。 
 

サービスの見込量 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

̉ᴇ 2020 ₴↓   

H29 H30

Ι 7 6 6 6 6 6 6

ὕ Ι 4 8 1 2

57.1% 133.3% 16.7% 33.3%

₴↓

̏ ₴

H29 H30

Ι 16 17 17 18 18 18 18

ὕ Ι 19 20 15 12

118.8% 117.6% 88.2% 66.7%

₴↓

̏ ₴

H29 H30

Ι 10 24 25 27 37 26 27

ὕ Ι 11 9 20 21

110.0% 37.5% 80.0% 77.8%

₴↓

̏ ₴
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④情報・意思疎通支援用具 

点字器、人工喉頭等の障害者（児）の情報収集、情報伝達、意思疎通等を支援する

用具を給付します。 
 

サービスの見込量 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
̉ᴇ 2020 ₴↓  

 

⑤排泄管理支援用具 

ストマ装具等の障害者（児）の排泄管理を支援する用具や衛生用品を給付します。 
 

サービスの見込量 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
̉ᴇ 2020 ₴↓  

 

⑥居宅生活動作補助用具（住宅改修費） 

障害者（児）等の自宅での生活動作等を円滑にする用具であって、設置に小規模な

住宅改修を伴う用具を給付します。 
 

サービスの見込量 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
̉ᴇ 2020 ₴↓  

 

【見込量確保のための方策】 

日常生活用具給付等事業については、在宅療養等支援用具、情報・意思疎通支援用

具、排泄管理支援用具の給付の増加を見込みつつ、利用者の意向やニーズを把握し、

必要な給付用具を見極めながら、新たなニーズにも対応できるように内容の充実に努

めます。  

H29 H30

Ι 1,686 1,726 1,812 1,902 1,798 1,808 1,819

ὕ Ι 1,534 1,713 1,723 1,788

91.0% 99.2% 95.1% 94.0%

̏ ₴

₴↓

H29 H30

Ι 12 33 36 38 39 42 45

ὕ Ι 49 46 55 36

408.3% 139.4% 152.8% 94.7%

₴↓

̏ ₴

H29 H30

Ι 5 3 3 3 3 3 3

ὕ Ι 1 0 4 5

20.0% 0.0% 133.3% 166.7%

₴↓

̏ ₴



 

141 

第
３
部 

(8) 手話奉仕員養成研修事業 

 

日常会話を行うのに必要な手話を習得した者を養成し、意思疎通を図ることに支障

がある障害者（児）が自立した生活を営むことができるように支援することを目的と

し、福祉センターにおいて手話講習会を実施しています。 

習熟度に応じたクラス編成により、聴覚障害者等との基本的なコミュニケーション

を図ることから、交流活動の促進および区の広報活動等の支援者として期待される手

話表現技術の取得までを段階的に行い、中央区登録手話通訳者を養成します。 
 

サービスの見込量 

 
 
 
 
 
 

̉ᴇ 2020 ₴↓  

 

【見込量確保のための方策】 

手話通訳者や要約筆記者の派遣のニーズを踏まえ、区内の手話通訳者の確保に向け

て、多様な媒体を通じて手話講習会の情報を発信し、区民の参加を促進するとともに、

適切な講義回数やカリキュラムの充実等について検討を行います。 

 

H29 H30

Ι 30 18 20 22 16 17 18

ὕ Ι 16 15 15 15

53.3% 83.3% 75.0% 68.2%

₴↓

₴
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(9) 移動支援事業 

 

屋外での移動が困難な障害者（児）等について、外出のための支援を行うことによ

り、地域における自立生活や社会参加を促すことを目的としています。社会生活上必

要不可欠な外出や余暇活動等社会参加のための外出の際の移動を支援します。 

 

①個別支援型 

個別的支援が必要な障害者（児）等に対するマンツーマンによる支援を行います。 
 

サービスの見込量 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

̉ᴇ 2020 ₴↓  

 

②車両移送型 

中央区立福祉センターの福祉バスの巡回による送迎支援を行います。 
 

サービスの見込量 

 
 
 
 
 
 

̉ᴇ 2020 ₴↓  

 

【見込量確保のための方策】 

移動支援については、利用の増加が見込まれるため、引き続きサービス提供事業者

との連携・調整により、見込量の確保に努めます。 

  

H29 H30

Ι 4,600 5,650 5,800 5,950 6,500 6,500 6,500

ὕ Ι 5,438 5,320 6,513 4,236

118.2% 94.2% 112.3% 71.2%

├˲ ₴

₴↓

H29 H30

Ι 73 153 160 168 120 125 130

ὕ Ι 113 111 103 94

154.8% 72.5% 64.4% 56.0%

Ι 1,168 3,089 3,200 3,360 1,826 1,902 1,978

ὕ Ι 1,557 1,672 1,731 1,430

133.3% 54.1% 54.1% 42.6%

₴↓

ὕ˲
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(10) 地域活動支援センター機能強化事業 

 

創作的活動や生産活動の機会を提供するとともに、社会との交流を促進し便宜を供

与することで、障害者等の地域生活を支援します。 
 

①地域活動支援センターⅠ型（精神障害者地域活動支援センター「ポケット中央」） 

精神障害者地域活動支援センター「ポケット中央」において、18 歳以上の精神障

害者を対象として、日中の居場所や相談、創作活動の場、デイケアを提供します。 
 

サービスの見込量 

 
 
 
 
 
 
 

 

②地域活動支援センターⅡ型（機能訓練フォローアップ事業） 

福祉センターにおいて、脳血管疾患などにより身体障害が生じた方を対象として、

身体機能の維持・回復を図るとともに、自立して家庭や地域での生活が送れるよう理

学療法・作業療法・言語療法などによる「機能訓練フォローアップ事業」を提供しま

す。 
 

サービスの見込量 

 
 
 
 
 
 
 

 

【見込量確保のための方策】 

精神障害者地域活動支援センター「ポケット中央」については、利用者の増加に対

応するため、支援体制の充実を図るとともに、サービス提供体制の確保に努めます。 

  

₴ Ι 1 1 1

├˲ Ι 80 80 80

₴↓

₴ Ι 1 1 1

├˲ Ι 220 230 240

₴↓
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(11) その他の任意事業 

 

①訪問入浴サービス 

入浴することが困難な重度の障害者（児）に対し、自宅において訪問入浴車による

入浴サービスを提供します。 
 

サービスの見込量 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

̉ᴇ 2020 ₴↓  

 

【見込量確保のための方策】 

サービスの利用状況を注視しつつ、引き続きサービス提供体制の確保に努めます。 

 

②就職支度金給付 

就職により自立する障害者等に対し就職支度金を支給します。 
 

サービスの見込量 

 
 
 
 
 
 

̉ᴇ 2020 ₴↓  

 

【見込量確保のための方策】 

就労系サービスの利用状況等も勘案しながら、見込量の確保に努めます。 

H29 H30

Ι 12 15 16 17 14 15 16

ὕ Ι 14 12 10 11

116.7% 80.0% 62.5% 64.7%

Ι 48 51 54 57 40 43 45

ὕ Ι 35 41 26 38

72.9% 80.4% 48.1% 66.7%

ὕ˲ ₴

├˲

₴↓

H29 H30

Ι 2 7 8 9 12 12 12

ὕ Ι 11 12 12 2

550.0% 171.4% 150.0% 22.2%

₴↓

ὕ˲ ₴



 

145 

第
３
部 

③日中一時支援 

一時的に見守り等が必要な障害者（児）の日中における活動の場を確保し、日常的

に介護をしている家族等が休息できるよう支援します。 
 

サービスの見込量 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

̉ᴇ 2020 ₴↓  

 

【見込量確保のための方策】 

サービスの利用状況を注視しつつ、引き続きサービス提供体制の確保に努めます。 

 

④自動車運転免許取得・改造費助成 

障害者の自動車運転免許取得に必要な費用や、身体障害者が所有する自動車の運転

を容易にするための改造費用を助成することで、障害者の生活圏の拡大を図ります。 
 

サービスの見込量 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

̉ᴇ 2020 ₴↓  

 

【見込量確保のための方策】 

サービスの利用状況を注視しつつ、見込量の確保に努めます。 

 

 

 

 

 

H29 H30

Ι 14 13 14 14 13 14 15

ὕ Ι 12 12 13 6

85.7% 92.3% 92.9% 42.9%

Ι 57 47 48 48 62 67 71

ὕ Ι 46 59 72 26

80.7% 125.5% 150.0% 54.2%

ὕ˲

├˲

₴↓

H29 H30

Ι 1 1 1 1 1 1 1

ὕ Ι 0 2 0 0

0.0% 200.0% 0.0% 0.0%

Ι 1 2 2 2 2 2 2

ὕ Ι 1 2 2 1

100.0% 100.0% 100.0% 50.0%

Ҳ
Ё ֝♬

Ҳ
Ҟ

ὕ˲ ₴

ὕ˲ ₴

₴↓
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計画の円滑な推進 

 

第４部 
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   地域や関係機関との連携強化 

(1) 地域社会における支援体制の構築 

 

障害者計画、障害福祉計画および障害児福祉計画の推進にあたっては、地域福祉を担う

多様な主体の連携によるネットワークを構築することが重要です。 

このため、保健・医療・福祉・教育・就労などの関係機関をはじめ、障害者団体、区民、

事業者などの連携・協力のもと、地域全体で障害者（児）の自立と社会生活を支える体制

づくりを進め、基本構想に掲げた「プロアクティブ・コミュニティ」の確立とともに、身

近な支えあいの中で安心して暮らすことのできる「地域共生社会」の実現に向けて、障害

者施策を展開していきます。 

 

(2) 関係機関との連携 

 

各種障害者施策の推進にあたっては、本区のみならず、東京都や近隣自治体、中央区社

会福祉協議会、福祉サービス事業者などと連携・協力し、より効果的・効率的なサービス

を提供します。また、国や東京都に対しては、必要な財政措置を要請するとともに、緊密

な連携を図りながら施策を推進していきます。 

 

(3) 関係計画との連携 

 

本区における福祉分野個別計画の上位計画である「中央区保健医療福祉計画 2020」

との整合性、連携を図りながら、障害者に係る諸施策を推進します。 

障害者スポーツについては、「中央区スポーツ推進ビジョン」、障害者の文化芸術活動

への参加の促進は「中央区文化振興プラン」との整合性を図りながら施策を推進していま

す。 

これらの計画を含め、関係計画との調和を図り、所管部局と連携しながら、障害者施策

を推進していきます。 

 

(4) 計画の周知 

 

本計画を区民および事業者等に向けて幅広く周知することにより、本区が目指す「だれ

もが個性豊かに輝き 共に暮らせるまち 中央区」の理念を広め、その実現に努めます。 
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   計画の進行管理 
 

本計画の円滑な推進を図るため、中央区自立支援協議会において進捗状況などの評価お

よび課題事項の検討を行います。PDCA サイクルによる進行管理を行い、取組の着実な

実施、目標数値の達成、サービス見込量の確保に努めます。 

また、関係機関との緊密な連携を図り、各種施策を展開していくとともに、必要に応じ

て当事者や関係者の意見等が反映できる機会を設定するなど、障害者施策を推進します。 
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   中央区自立支援協議会 

(1) 中央区自立支援協議会の設置に関する要綱 

 
平 成 ２ ４ 年 ４ 月 ９ 日 

２ ４ 中 福 障 第 ４ ４ 号 

 

（設置） 

第１条 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平成１７年法律１２３号。

以下「法」という。）第８９条の３の規定に基づき、中央区の区域内（以下「区内」という。）に住

所を有する障害者又は障害児及びそれらの家族（以下「障害者等」という。）への支援体制の整備を

図るため、関係機関、関係団体及び障害者等の福祉、医療、教育又は雇用に関連する職務に従事す

る者その他の関係者（以下「関係機関等」という。）をもって構成する中央区自立支援協議会（以下

「協議会」という。）を設置する。 

 

（所掌事項） 

第２条 協議会は、障害者等への支援体制の整備を図るため、次に掲げる事項について協議及び検討

を行う。 

 一 関係機関等の相互の連絡及び連携に関すること。 

 二 地域における障害者等の相談又は支援に関する課題についての情報共有及び対応に関するこ

と。 

 三 地域の実情に応じた支援体制の整備並びに社会資源の充実及び開発に関すること。 

 四 前３号に掲げるもののほか、区長が特に必要と認めること。 

 

（組織） 

第３条 協議会は、１８人以内の委員をもって組織する。 

２ 協議会の委員（以下「委員」という。）は、次に掲げる者のうちから、区長が委嘱し、又は任命す

る。 

 一 学識経験を有する者      ２人以内 

 二 医療関係団体の構成員     ３人以内 

 三 福祉関係団体の構成員     ３人以内 

 四 民生委員           ３人以内 

 五 障害者福祉関係機関の構成員  ４人以内 

 六 区職員            ３人以内 
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（委員の任期） 

第４条 委員の任期は、委嘱又は任命を受けた日の属する会計年度の翌々年度の３月３１日までとす

る。ただし、再任を妨げない。 

２ 委員に欠員が生じた場合における後任の委員の任期は、前任者の残任期間とする。 

 

（会長等及びその職務） 

第５条 協議会に、会長及び副会長を置く。 

２ 会長は委員の互選により選出し、副会長は委員の中から会長が指名する。 

３ 会長は、協議会を代表し、会務を総括する。 

４ 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。 

 

（会議） 

第６条 協議会は、会長が招集する。 

２ 協議会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。 

３ 協議会は、必要があると認めるときは、協議会の会議に委員以外の者の出席を求め、意見を聴く

ことができる。 

 

（部会） 

第７条 会長は、協議会に、次に掲げる部会を置くことができる。 

 一 障害者（児）サービス部会 

 二 地域移行・地域定着部会 

 三 就労支援部会 

 四 前３号に掲げるもののほか、協議会の会長が特に必要と認める部会 

２ 部会の委員（以下「部会委員」という。）は、次に掲げる者のうちから、協議会の会長が委嘱する。 

 一 委員 ４人以内 

 二 区内に住所を有する者又は勤務する者で、協議会が行う公募により選出されたもの ２人以内 

 三 前２号に掲げるもののほか、協議会の会長が必要と認める者 

３ 部会の運営に関し必要な事項は、協議会の会長が定める。 

 

（守秘義務） 

第８条 委員、部会委員、協議会又は部会に出席した関係者等は、協議会及び部会（以下「協議会等」

という。）の会議、活動その他運営上知り得た秘密を漏らしてはならない。 

 

（会議の公開） 

第９条 協議会は、原則として公開とし、会長が特に必要と認めるときは非公開とすることができる。 
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（委員の解職等） 

第１０条 区長は、次の各号のいずれかに該当するときは、これを解任し、又は解職することができ

る。 

 一 委員が、第３条第２項各号に掲げる者でなくなったとき。 

 二 委員が、第８条の規定に違反したとき。 

 三 委員が、事故等により職務遂行が困難なとき。 

 四 法第８９条の３の規定が改廃され、協議会を改廃するとき。 

 五 前各号に掲げるもののほか、委員が職務を行うことが適当でないと区長が認めるとき。 

 

（庶務） 

第１１条 協議会の庶務は、福祉保健部障害者福祉課において処理する。 

 

（意見の聴取等） 

第１２条 区長は、次に掲げる事項について協議会等の意見を聴き、又は報告を求めることができる。 

 一 法第８８条に規定する障害福祉計画に関すること。 

 二 協議会等で協議又は検討をした事項に関すること。 

 三 前２号に掲げるもののほか、区長が特に必要と認めること。 

 

（委任） 

第１３条 この要綱に定めるもののほか、協議会等の運営に関し必要な事項は、会長が定める。 

   附 則  

 この要綱は、平成２４年４月９日から施行する。 

   附 則 

 この要綱は、平成２５年４月１日から施行する。 

   附 則 

 この要綱は、平成２６年４月 1 日から施行する。 

   附 則 

 この要綱は、平成３０年４月 1 日から施行する。 
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(2) 第６期中央区自立支援協議会委員名簿 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

令和２（2020）年４月１日現在

氏　　　名 所　　属　　団　　体

会長 是枝
こ れ え だ

　喜代治
き よ じ

東洋大学　教授

副会長 齋
さ い

藤
と う

　英
え い

二
じ

公益社団法人　中央区医師会

上田
う え だ

　征三
ゆ く み

東京未来大学　特任教授

橋
は し

本
も と

　光
み つ

則
の り

公益社団法人　日本橋医師会

草川
く さ か わ

　功
いさお

聖路加国際病院　小児科　医長

相
あい

澤
ざわ

　俊一
しゅんいち

中央区身体障害者福祉団体連合会　会長

前場
ま え ば

　京子
き ょ う こ

中央区心身障害者・児福祉団体連合会　副会長

室田
む ろ た

　淑子
よ し こ

中央区精神障害者家族会　副会長

礒野
い そ の

　京子
き ょ う こ 中央区民生・児童委員協議会

　　京橋地域障がい福祉部会長

沼
ぬ ま

﨑
ざ き

　富雄
と み お 中央区民生・児童委員協議会

　　日本橋地域障がい福祉部会長

佐野
さ の

　美
み

惠
え 中央区民生・児童委員協議会

　　月島地域障がい福祉部会長

佐藤
さ と う

　栄司
え い じ 一般社団法人　障害者就労支援協会

（コンフィデンス日本橋　施設長）

小林
こ ば や し

　哲
さとし 社会福祉法人　東京都手をつなぐ育成会

（レインボーハウス明石　施設長）

丸物
ま る も の

　正直
ま さ な お 公益社団法人　全国障害者雇用事業所協会

　　　　　　　専務理事

古田島
こ た じ ま

　幹雄
み き お 社会福祉法人　中央区社会福祉協議会

　　　　　　　事務局長

田中
た な か

　智彦
と も ひ こ

福祉保健部長

山本
や ま も と

　光昭
み つ あ き

保健所長

生島
い く し ま

　憲
け ん

教育委員会事務局次長
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   用語集 

※用語の右の数字は掲載ページを表します。 

ア行 

・愛の手帳 ἲP14,P17 

知的障害者（児）が各種の福祉サービスや援護を受けるために必要な手帳。都が発行す

る手帳で、障害の程度により１度～４度に区分される。国の制度の療育手帳に相当する。 

 

・医療的ケア ἲP11,47,51,52,60,61,62,63,64,80,81,107,123,130,131 

医師の指導の下に、家族や看護師が日常的・応急的に行っている経管栄養注入やたんの

吸引等の医療行為。医療的ケアを必要とする 18 歳未満の障害児を医療的ケア児という。 

 

・医療的ケア児等コーディネーター ἲP52,81,131 

医療的ケア児等への支援を総合調整する者。医療的ケア児等に対する専門的な知識と経

験に基づいて、支援に関わる関係機関との連携（多職種連携）を図り、とりわけ本人の健

康を維持しつつ、生活の場に多職種が包括的に関わり続けることのできる支援システム構

築のためのキーパーソンとしての役割が求められている。 

 

・おとしより相談センター（地域包括支援センター） ἲP49,78,79 

高齢者が、住みなれた地域で安心して生活していくための総合的な相談・支援を行う機

関。社会福祉士、主任介護支援専門員、保健師等が、介護予防ケアマネジメント、総合相

談支援、権利擁護等の総合的な支援を担う。 

 

カ行 

・基幹相談支援センター 

 ἲP3,35,36,49,50,62,64,76,77,78,83,84,85,88,108,111,135,136 

区内の障害者（児）とその家族に対する相談支援の中核的な役割を担う機関。事業内容

は、総合的・専門的な相談支援、権利擁護、虐待防止、相談支援体制の強化である。 

 

・教育センター ἲP78 

学校教育の一層の充実および振興を図るために設置した、小・中学校、幼稚園の児童・

生徒・園児および教職員を対象とした特別課外授業、教育相談、教職員研修会等を行う施

設。 
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・グループホーム（共同生活援助） 

 ἲP30,49,50,57,64,65,76,83,84,88,114,118,124,125 

グループホーム（共同生活援助）は、障害者総合支援法の訓練等給付に位置付くサービ

ス。障害者に対して、主に夜間において、共同生活を営む住居で相談、入浴、排せつまた

は食事の介護、その他の日常生活上の援助を行う。 

 

・ケアマネジメント ἲP126,131,157 

介護保険制度で、利用者の生活や介護に関する相談に応じるとともに、その心身の状況

等に応じて適切なサービスが受けられるよう、サービス提供事業者や施設等と連絡調整を

行うこと。 

障害者（児）のケアマネジメントは、本人の意思を尊重しながら、相談支援専門員がサ

ービス等利用計画や障害児支援利用計画を作成し、総合的なサービスを提供する方法。 

 

・ケースワーカー ἲP78,88 

精神や心身、社会的に問題を抱える人の相談援助業務につく専門職。 

 

・言語聴覚士 ἲP52 

厚生労働大臣の免許を受けて、音声機能、言語機能または聴覚に障害のある人について、

その機能の維持向上を図るため、言語訓練や必要な検査、助言および指導を行う専門職。 

 

・権利擁護支援事業 ἲP38,68,94 

認知症高齢者、知的障害者、精神障害者等が地域において自立した生活を送れるよう、

利用者の契約に基づき、援助者が代理で福祉サービスの利用手続きや日常の金銭管理、重

要財産の保全等を行う事業。 

 

・合計特殊出生率 ἲP22 

「15 歳から 49 歳までの女性の年齢別出生率を合計したもの」で、１人の女性がその

年齢別出生率で一生の間に生むとしたときの子どもの数に相当するもの。 

 

・高次脳機能障害 ἲP19,51,63,64,79,80 

脳卒中などの病気や交通事故などで脳の一部を損傷したために、思考・記憶・行為・言

語・注意などの脳機能の一部に障害が起きた状態。 
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サ行 

・サピエ図書館 ἲP89 

「サピエ」は、視覚障害者および視覚による表現の認識に障害のある方々に対して点字、

デイジーデータをはじめ、暮らしに密着した地域・生活情報などさまざまな情報を提供す

るネットワーク。日本点字図書館がシステムを管理し、全国視覚障害者情報提供施設協会

が運営を行っている。 

「サピエ図書館」は、全国のサピエ会員施設・団体が製作または所蔵する資料の目録な

らびに点字・音声図書出版目録からなる、点字図書や録音図書の全国最大の書誌データベ

ース（約 66 万件）として、広く活用されている。 

 

・児童発達支援センター ἲP60,106,128 

地域の障害児に、日常生活における基本的動作の指導、自活に必要な知識や技能の付与

または集団生活への適応のための訓練等を行う通所施設。 

 

・重症心身障害 ἲP51,52,60,63,80,81,106,107,130,131 

重度の肢体不自由と重度の知的障害が重複している状態。その状態にある 18 歳未満の

障害児を重症心身障害児、成人した者を含め重症心身障害児（者）という。 

 

・就労パスポート ἲP87 

障害のある人が、働く上での自分の特徴やアピールポイント、希望する配慮などを就労

支援機関と一緒に整理し、就職や職場定着に向け、職場や支援機関と必要な支援について

話し合う際に活用できる情報共有ツール。 

 

・生涯学習 ἲP7,66,67,86,89 

人々が生涯にわたり学び、学習の活動を続けていくこと。知識や技術の習得のみならず、

スポーツや文化芸術活動、仲間づくり、生活課題の学習や取組、ボランティアとしての学

習など、その範囲は多岐にわたる。 

 

・障害者就労支援センター ἲP36,51,57,66,78,87,88,105,133,161 

障害者等の一般企業への就労の機会を広げ、就労後も安心して働き続けられるように、

専任のコーディネーターが就労や生活に関する相談・支援を行うほか、障害者の雇用を推

進する企業の相談等を行う機関。 
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・身体障害者手帳 ἲP14,15,16 

身体障害者が各種の福祉サービスや援護を受けるために必要な身分証明となる手帳。東

京都で判定した結果、障害の程度が１級～６級と認定された者に交付される。対象は、視

覚、聴覚、平衡機能、音声・言語・そしゃく機能、肢体不自由、心臓、じん臓、肝臓、呼

吸器、ぼうこう、直腸、小腸、ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能である。 

 

・ストマ装具 ἲP140 

様々な病気や障害などが原因で、腹壁に造られた便や尿の排泄口のことを「人口肛門・

人口膀胱」といい、総称して「ストマ」という。 

 

・精神障害者地域活動支援センター「ポケット中央」 

 ἲP36,49,50,62,77,78,83,88,109,127,143 

精神障害者が、創作的活動等を通じて社会との交流を促進し、地域で自立した生活を送

ることができるよう、日中の居場所の提供、デイケア事業の実施、相談等の支援を行う機

関。 

 

・精神障害者保健福祉手帳 ἲP14,18,19 

精神疾患を有する者のうち、精神障害のために長期にわたり日常生活または社会生活へ

制約のある者へ交付される手帳。１級～３級の障害等級がある。 

 

・精神障害にも対応した地域包括ケアシステム ἲP50,56,64,83,109,113 

精神障害者が地域の一員として、安心して自分らしい暮らしをすることができるよう、

医療、障害福祉・介護、住まい、社会参加（就労）、地域の助け合い、教育が包括的に確

保されたシステムのこと。 

 

・成年後見制度 ἲP8,37,38,54,68,94,95,96,114,136 

認知症・知的障害・精神障害等により、判断能力が不十分な人に代わって、後見人等が

財産管理等を行い、本人の権利を守る制度。後見人を家庭裁判所が選任する「法定後見制

度」と十分な判断能力があるうちにあらかじめ決めておく「任意後見制度」の２つの制度

がある。 
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・中央区登録手話通訳者 ἲP138,141 

福祉センターが実施する手話講習会その他の自治体が実施する手話奉仕員養成研修を

受講し、中央区社会福祉協議会が毎年１回実施する「中央区登録手話通訳者選考試験」（令

和２年度より社会福祉法人全国手話研修センターが実施する「手話通訳者全国統一試験」

へ移行）に合格し、手話通訳者として登録した者。登録後は手話通訳を必要とする区民や

区主催イベント等に派遣される。 

 

・通級指導学級「ことばときこえの教室」 ἲP25 

中央区立小学校の通常の学級に在籍する児童が週 1 回程度通うことにより、一人一人

の言葉や聴こえの課題に応じた指導を受ける教室。 

 

・東京ジョブコーチ支援センター ἲP88 

障害者が円滑に働き続けることができるよう、また、障害者を雇用する企業がスムーズ

に受け入れられるように、都独自の「東京ジョブコーチ」による、障害者の作業適応支援

や、職場内の環境調整など、職場定着に向けた支援をする機関。 

 

・東京障害者職業センター ἲP88 

障害者職業カウンセラー等を配置し、ハローワーク（公共職業安定所）、障害者就業・

生活支援センターとの密接な連携のもと、就職や職場定着、職場復帰を目指す障害のある

人、障害者雇用を検討しているまたは雇用している事業主、障害のある人の就労を支援す

る関係機関に対して、支援・サービスを提供する機関。 

 

・特別支援学級 ἲP25,49 

小学校、中学校等に障害のある児童生徒に対し、障害による学習上又は生活上の困難を

克服するために設置される学級。対象は、知的障害者、肢体不自由者、病弱者および身体

虚弱者、弱視者、難聴者、言語障害者、自閉症・情緒障害者。 

 

・特別支援学校 ἲP7,25,49,64,80,82,88,129 

障害のある幼児児童生徒に対して、幼稚園、小学校、中学校又は高等学校に準ずる教育

を施すとともに、障害による学習上又は生活上の困難を克服し自立を図るために必要な知

識技能を授けることを目的とする学校。対象は、視覚障害者、聴覚障害者、知的障害者、

肢体不自由者又は病弱者（身体虚弱者を含む）。 
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・特別支援教室 ἲP25 

中央区立小・中学校の通常の学級に在籍しながら、週１回程度、校内にある別の教室で

一人一人の課題に合わせ、専門の教員が個別や小集団での指導を行う教室。対象は、自閉

症スペクトラム（アスペルガー症候群などを含む）、情緒障害（場面かん黙など）、学習

障害（LD）、注意欠陥多動性障害（ADHD）など。 

 

ナ行 

・２５２５（ニコニコ）ドットコム ἲP133 

中央区障害者就労支援センター登録者で就職している人を対象に、職場定着支援の一環

として、近況報告や悩み事などを相談する交流と憩いの場を提供する事業。 

 

ハ行 

・バリアフリー ἲP3,6,54,66,68,69,89,93,97,99 

高齢者や障害者等のために、段差の解消や手すりの設置等により、物理的な障壁を取り

除くこと。今日では、物理的な障壁だけではなく、制度的なバリアフリー、心理的なバリ

アフリー（心のバリアフリー）、情報のバリアフリーなどさまざまな障壁を除去する意味

で用いられている。 

 

・ピアサポート ἲP83 

障害のある人自身が、自らの体験に基づいて、他の障害のある人の相談相手となったり、

同じ仲間として社会参加や地域での交流、問題の解決等を支援したりする活動のこと。 

 

・福祉センター ἲP11,35,51,52,54,63,78,80,89,97,123,141,142,143,160 

障害のある人や子どもが地域社会で自立した生活が送れるよう、相談事業や児童発達支

援、自立訓練（機能訓練）、就労継続支援（Ｂ型）、地域活動支援センター等の各支援事

業、講習・講座の実施や自主活動の場の提供等を行う施設。 

 

・福祉サービス第三者評価 ἲP65,85 

第三者の目から見た評価結果を幅広く利用者や事業者に公表することにより、利用者に

対する情報提供を行うとともに、サービスの質の向上に向けた事業者の取組を促すことで、

利用者本位の福祉の実現を目指すもの。 

 

・プロアクティブ・コミュニティ ἲP149 

自ら率先して地域における課題を解決し、快適な暮らしを実現していく社会。 
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・ユニバーサルデザイン ἲP69,93,99 

年齢・国籍・性別・身体状況などを問わず、可能な限りすべての人が社会に参画し暮ら

せるよう、生活・移動・都市環境のハード・ソフト両面から利用しやすい設計をめざす考

え方。 

 

ラ行 

・療育 ἲP3,51,52,53,60,64,67,81,82,90,157 

障害のある子どもの社会的な自立を目的として、障害特性に応じた医療と教育による発

達を促す援助を行うこと。 

 

・臨床心理士 ἲP53,91 

臨床心理学に基づいた知識と技術で心の問題に取り組む専門家。日本では、心理カウン

セラー、サイコセラピスト、心理士、心理相談員等の名称で呼ばれ、臨床心理士は、これ

らのうち、（公財）日本臨床心理士資格認定協会の認定を受けている心理専門職。 

 

・レスパイト ἲP52,81 

「休息」「息抜き」「小休止」のこと。障害者（児）等を抱える家族などに対し、介護

を一時的に代替して介護負担の軽減を図ることで、日頃の心身の疲れを回復し、休息を取

れるように援助するサービスをレスパイトケアという。 
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